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第1 はじめに

1 規則及び通達と本ガイドブックの関係について

本通達に先立ち制定された「事件記録等の特別保存に関する規則」(以下｢規則」

といいます｡）では、記録を保存する意義を組織的に共有するための基本理念や、

常設の第三者委員会の設置について定め、国民共有の財産である「歴史的・社会

的意義を有する記録｣を適切に特別保存に付する基本的な仕組みを構築しました。

同規則の運用通達である令和6年1月10日付け事務総長通達「事件記録等の特

別保存に関する規則の運用について」 （以下「本通達」といいます｡）は、同規則

で定められた基本理念を前提として、特別保存に付する認定を行う事件の各基準

や認定プロセスといった具体的な運用の細目を定めたものです。本ガイドブック

は、事務を担当する職員向けに本通達の解釈を示し、補完するために作成したも

のです。

以下の「第3」以降では、通達の各項に対応する形で、内容の解説及び補足、

想定している具体的な事務処理のイメージ等を記載しています。なお、通達で別

紙となっている少年調査記録に関する部分は、本ガイドブックにおいても別紙と

しています。

2 本通達の内容について

本通達は、平成4年2月7日付け事務総長通達「事件記録等保存規程の運用に

ついて」及び平成4年8月21日付け家庭局長・総務局長通達「少年調査記録規

程の運用について」において、いわゆる「2項特別保存」に関して定められてい

た部分に、これまで各庁の運用要領で定められていた各基準（「判例集登載」 ・ 「日

刊紙Z紙掲載」・ 「事件担当部申出」 ・ 「要望」）の運用に関する部分を加え、さらに

令和5年5月に公表された「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報

告書（以下「調査報告書」といいます。）」における指摘事項（庁ご､とに区々とな

っていた基準や認定プロセスを可能な限り全国一律のものとなるよう見直すこと

が相当）を踏まえ、整理・見直しを行った内容となっています。

なお、本通達の発出により、各庁の運用要領は廃止となります。また､令和4

‐1‐



年5月20日に総務局第三課が発出した｢事件記録等の特別保存と廃棄に関するQ&

A」は、同見直し前の取扱いが記載されているため、参照しないようお願いします｡おって、新

しいQ&Aの発出については現在検討中です。

3 認定プロセスの見直しのポイントについて

各基準ごとに、特別保存に付するか否かの認定に必要な情報の集約方法及び認

定権者である裁判所の長が認定をするまでの事務フローを整理し、各プロセスの

具体的な内容や担当部署等について明確にしました。

4 各基準の見直しのポイントについて

（1） 日刊紙2紙掲載基準について

従来の各庁の運用要領においては､ 「主要日刊紙2紙（地域面を除く）」とさ

れていたものを、 「地域面を含む」ものとしました（本通達2の(1)イ参照)。

②事件担当部申出基準について

従来の各庁の運用要領においては、対象事件が本通達1の(1)から(3)までに該

当する場合とされていたものを、対象を広げ、 (1)から(7)までに該当する場合と

しました（本通達2の(1)ウ参照）。

5 「特別保存経過確認票」について

特別保存に関する事務は、各基準に該当してから、実際に特別保存に付される

までに一定の期間を要することから、必要な手順を漏れなく行い、対象事件が確

実に特別保存に付されるよう、その経過を記録するため、特別保存経過確認票（以

下「確認票」といいます｡）を作成し、最終的には特別保存記録等保存票（以下「保

存票」といいます。）や特別保存調査記録保存票（以下「調査記録保存票」といい

ます｡）とともに保存することとしました（本通達11の(1)エ参照）。

h

第2 定義

本通達において用いる用語の定義は、それぞれ以下のとおりです。

1 裁判所の長

高等裁判所長官、知的財産高等裁判所長、地方裁判所長及び家庭裁判所長をい
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います。簡易裁判所にあっては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

の長とします。

2 事件担当部

当該事件を担当した本庁、支部、出張所又は簡易裁判所の部署を指します。

3 候補事件

特別保存の要望（本通達2の(2)）があった事件のうち、既に特別保存に付する

認定が行われた事件及び本通達2の(1)イ又はウに該当して「特別保存予定」とな

っている事件を除く事件をいいます。

4 記録係

平成6年7月18日付け最高裁総一第184号総務局長依命通達「訟廷管理官

の下に置く係について」第1の3及び第2に規定する記録係をいいます。

5 記録係等

記録係並びに記録係の置かれていない支部、出張所及び簡易裁判所における記

録係の事務を担当する職員をいいます。

よって、 「上訴審の記録係等」とは、上訴審の本庁の記録係に加え、上訴審の支

部において記録係の事務を担当する職員を含むことになります。

6 事件管理システム

裁判事務支援システム等の裁判事務を管理する各システムをいいます。

1
1

第3 本通達の各定めについての解説

1 特別保存に付する認定を行う事件

本通達1の(1)から(7)までに掲げられた事件を拾い上げるために設けた統一的な

基準が、本通達2の(1)及び(2)です。

本通達1と同2の対応関係は以下のとおりです。

（1） 判例集登載（本通達2の(1)ア）

判例集や裁判集に判決等が登載された事件については、 1の(1)から(3)までに
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該当するものとみなし、特別保存に付することになります。

（2） 日刊紙2紙掲載（本通達2の(1)イ）

主要日刊紙2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件については、 1の

(4)及び(5)に該当す.るものとみなすことになります。

（3） 事件担当部申出（本通達2の(1)ウ）

事件担当部は、事件終局時に、当該事件が本通達1の(1)から(7)までのいずれ

かに該当するか否かを検討し、該当すると判断する場合は特別保存の申出を行

います。

事件担当部は、記録の史料又は参考資料としての価値を第一次的によく把握

しうることから、本通達1の(1)から(3)までに該当するか否かの検討に限らず、

本通達1の(4)から(7)までに該当するか否かの検討もしていただき、事件担当部

申出を行っていただくことになります。

（例えば、終局時には終局に関する記事は掲載されず、 日刊紙2紙掲載基準に

は該当しなかったものの、終局以外の事由で大きく報道された事件（例：訴え

提起、第1回期日、破産の開始決定など）については、事件担当部において本

通達1の側や(5)に該当するものとして申出を行うことが考えられます｡）

偶） 要望（本通達2の(2)）

本通達1の(1)から(7)までのいずれかに該当することを理由として要望がされ

ることになります。なお、規則第7条では、 「何人も」要望ができるとされてい

ますが、 これは外部に限らず裁判所内部の者も含まれます。

2 特別保存に付する認定を行う事件の基準及び基本方針

（1） 本通達2の(1) （「判例集登載」 ・ 「日刊紙2紙掲載」 ・ 「事件担当部申出」）につ

いて

(1)の基準（ア：判例集・裁判集に登誠、イ：主要日刊紙2紙に掲載、ウ：事

件担当部から申出）に該当した事件については、本通達2の(2)の基準（要望）

の事件と異なり、裁判所の長は、選定委員会の意見を聴くことなく、該当した

ことをもって必ず特別保存に付する認定を行うことになります。

なお、 (1)の基準に該当した事件に係る認定事務においては、保存票（調査記
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録保存票）を作成し、訟廷→首次席書記官→所長（長官）のルートで決裁を取

ることを想定しています。

おって、管内支部、出張所〈簡裁（以下「支部等」といいます。）の事件につ

いては、保存票（調査記録保存票）のデータを本庁記録係に送付し､本庁にお

いて裁判所の長の認定を得て認定日を記入し、本庁から支部へ返送することに

なります。

(2) 本通達2の(2) （要望）について

要望があった事件のうち、候補事件については、本通達2の(1)の基準に該当

する事件と異なり、要望の理由を参酌して、裁判所の長が特別保存に付するか

否かについて選定委員会にも意見を聴き、その上で特別保存に付さない認定を

しようとする場合には、最高裁判所が設置する記録の保存の在り方に関する委

員会に意見を求めたうえで、その結果も踏まえて認定（判断）を行うことにな

ります（規則第8条）。

なお、先に述べた本通達2の(1)の各基準においては、基準に該当することに

より当然に特別保存に付する認定を行うことから、記録係等において先に保存

票を作成して裁判所の長による認定を受けるフローとしていますが、候補事件

については、特別保存に付さないという認定もあり得ることから、先に裁判所

の長による特別保存に付するか否かの認定を行った後、特別保存に付する認定

が行われた事件について、記録係等において保存票（調査記録保存票）を作成

し、訟廷→首次席書記官→所長（長官）のルートで「確認（決裁）を受ける」

フローとしています（本通達10の⑪）。

(3) 本通達2の(3)（特別保存をする対象）について

規則第1条に定める特別保存の目的を果たすため、事件記録について特別保

存をする場合は、事件書類も合わせて特別保存をする扱いとしました（逆も同

じです。）。

なお、 当該事件書類には、上訴審（控訴審及び上告審）において保存される

事件書類（規則別表第二の裁判書原本）も含まれます。よって、各認定プロセ

スにおいて、各審級間で、認定を行ったことや特別保存予定又は特別保存候補
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であることを通知する事務が必要となります（本通達4の(2) ・ 6の(4)等）。

本通知は、他の審級への記録送付時における記録送付書への記載及び記録表

紙への朱書による方法のほか、同方法によることができない場合（記録送付が

想定されない審級に対する通知や記録送付が想定されない時点における通知の

場合）はメール又はチャット等で行うことになります。

3 選定委員会

（1） 選定委員会の設置について

各庁では、これまでの運用要領に基づいて既に選定委員会が設置されている

ものと考えられ、その場合には、新たに選定委員会を設置する必要はなく、設

置済みの選定委員会において､本通達所定の事務を遂行していただければ足り

ます。なお、本通達実施時点で選定委員会が設置されていない庁においては、

本通達の施行日である令和6年1月30日までに必ず選定委員会を設置しなけ

ればならないわけではなく、令和6年の選定委員会を適切に遂行し得るしかる

べき時期までに設置していただければ足ります。

（2） 委員の指名について

委員会の構成員としては、裁判官のほか、首次席家裁調査官、首次席書記官、

事務局の局次長、課長等が考えられるところですが、 (1)でも述べたとおり、各

庁において、 これまでの運用要領に基づいて既に選定委員会が設置されている

ものと考えられることから、本通達においては、選定委員会の構成等について

具体的な定めを置いていません。

（3） 委員会の開催時期について

本通達においては、 これまでの各庁の運用要領における選定委員会の開催時

期を踏まえ、開催日程としては、原則として毎年11月から12月までの間と

しているところです。対象とする事件について、本通達3の(3)アからウまでに

場合分けしていますが、その趣旨は以下のとおりとなります。

・ アの趣旨

候補事件について、保存期間満了を迎える年に判断することを想定したも

のです。
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・ イの趣旨

アのうち、選定委員会開催後に要望がされるなどの事情により、保存期間

満了前に要望がされたものの、当該年内に取扱うことができなかった事件を

翌年に取扱うことを想定したものです。

・ ウの趣旨

候補事件について、保存期間満了前であってもすみやかに特別保存に付す

か否かの認定を行う場合を想定したものです。

4 判例集登載基準による認定プロセス（事件記録及び事件書類関係）

（1） 本通達4の(1) （第一審における認定）について

判例集に登載された事件は、最高裁判所事務総局総務局において、各審級の

裁判所及び事件番号を記載した一覧表を作成し、毎年1回、 COURTSポータル

に掲載してお知らせしますので§まずは、第一審の記録係等において一覧表を

確認し、第一審で保存している記録等のうち、特別保存をしていないものにつ

いて、特別保存に付する事務処理を行います。

なお、最高裁判所から一覧表を提供する時期について、これまでは毎年3月

に行ってきましたが、今後は時期を前倒しし、毎年1月末頃に行うことを予定

しています。

（2） 本通達4の(2) （第一審から上訴審への通知）について

本通達2の(3)のとおり、事件記録と事件書類はいずれも特別保存に付するこ

とになることから、当該事件について、控訴・上告がされている場合には、特

別保存に付する認定を行ったことを、第一審から上訴審（控訴審や上告審）へ

通知することになります。 (1)の一覧表に上訴審の事件番号も記載されているこ

とから、本通知は不要のようにも思われますが、特別保存に付すべき記録等を

確実に特別保存に付するための、第一審と上訴審との情報共有という観点から、

本通知を行うこととしたものです。

なお、本通知は、メール又はチャット等で当該事件の事件番号と第一審にお

いて事件記録と事件書類が特別保存に付された旨を伝えることで足ります。

（3） 本通達4の(3) （上訴審における認定）について
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上訴審の記録係等は、第一審から(2)の通知を受けた後、 自庁で保存している

規則別表第二に掲げる裁判書の原本について、特別保存に付する事務処理を行

うことになります。

本通達4の(4) （第一審及び上訴審の記録係等における確認票の作成）につい

て

第一審及び上訴審の記録係等は、記録等を特別保存に付するにあたり、その

経過を記録するために確認票を作成します。

判例集登載基準による認定プロセス（少年調査記録）

別紙少年調査記録関係に記載

日刊紙2紙掲載基準による認定プロセス（事件記録及び事件書類）

本通達6の(1) （第一審の本庁の総務課による記事検索及び記録係への交付）

について

ア主要日刊紙について

本通達における「主要日刊紙」とは、全国に販売網を有する朝日新聞、読

売新聞、毎日新聞、 日本経済新聞の4紙とし、本通達2の(')イのとおり、新

運用においてはこれらの地域面に掲載された記事を含むことになります。

イ新聞記事検索サービスの導入

新たな運用においては、 日刊紙に掲載された事件終局に関する記事を確実

かつ合理的に拾い上げるためのツールとして、全国の裁判所の本庁の総務課

に「新聞・雑誌記事横断検索サービス」及び「日経テレコン21」 （以下、あ

わせて「検索サービス」といいます。）を導入することとしました（なお、現

時点においては、支部への導入は予定しておらず、一部の庁については地家

裁共用のID配布としていますが、今後の運用状況等をふまえ、必要に応じて

ライセンス数の見直しは検討していくことになります｡)．

本庁の事務局総務課（事務統合庁においては、総務事務を担当する総務課）

は、検索サービスを利用し、管内各庁の事件終局に関する記事を一元的に確

認することになります。別添付録［新聞記事検索サービス利用手順書」の記

載に従い、記事を検索し、該当する記事を印刷して記録係に提供します。

(4)

5

6

(1)
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なお、 日刊紙2紙掲載基準の確認は、速報性が求められるものではないた

め、必ずしも毎日検索を行う必要はありません（検索サービスにおいて、す

べての記事が反映されるのは、発行日の翌日（丸1日後） となります。）。

おって、導入後は毎月の利用料を最高裁判所に報告していただくことにな

りますが、報告方法等は別途お知らせします。

ウ 「地域面」と「版」について

本通達2の(1)イのとおり、新運用においてはアの主要日刊紙各紙の「地域

面」に掲載された記事を含めて、 2紙に掲載されたかを確認することになり

ますが、検索サービスでは、各紙の地域面（同一都道府県で地区ごとに地域

面が発行されている場合を含む｡）に掲載される記事についてもカバーされて

いることから、地域面の確認のために別途新聞を閲読する必要はありません。

また、新聞は何度かに分けて印刷されるため「版」によって掲載される記事

の内容が異なることがありますが、検索サービスを利用することで、全国各

庁が統一して各紙の同じ版（検索サービスでは各紙の「最終版」の記事が掲

載されます。）を確認することになります。

エ 「事件終局に関する記事」について

本通達における「事件終局に関する記事」には、判決や和解、審判に限ら

ず、取下げといった終局事由を含みます（ただし、移送や回付については、

他の終局事由と異なり、事件そのものが終了する訳ではないことから、対象

としないことで差支えありません｡）。

なお、 「事件終局に関する記事」に該当するか否かについ,ては厳密な判断を

要するものではなく、判断に迷った場合には、広く同記事に該当するものと

して扱うことで差支えないと考えています（最終的には認定権者である裁判

所の長の判断となります｡）。また、新聞報道される事件については、事前の

取材、記者クラブからの要旨交付申請、事後の確認取材（裁判官名等）等が

行われていることが多く、実際に事件の特定に至らないケースは多くないも

のと思われます。

おって、倒産事件や執行事件等における開始決定や、後見事件等における
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後見人による被後見人の財産の横領が大きく報道されるケースがありますが、

これらはいずれも「事件終局に関する記事」ではないことから対象外となり

ます（このような報道がされた事件について、担当部申出により特別保存に

付すことが考えられることは、本ガイドブック第3の1の(3) （本通達2の(1)

ウ関係）に記載のとおりです｡)。

本通達6の(2) （第一審の本庁の記録係から事件担当部への連絡）について

ア記事の写しの確認

第一審の本庁の記録係においては、総務課から交付を受けた管内の終局事

件に関する記事を集約し、別添の特別保存対象事件リスト（以下「リスト」

といいます。）を作成する等の方法で、 2紙掲載を満たすか否かを一元的に管

理していただくことを想定しています。 リストのひな型（別添付録「特別保

存対象事件リスト」）を提供しますので、適宜カスタマイズして使用してくだ

さい（これまでの各庁の運用において、何らかの方法による管理を既に行っ

ている場合には、必ずしもこのリストを使って管理することを求めるもので

はありません。）。

リストのひな型は、 日刊紙2紙掲載以外の基準に該当する事件も併せて管

理することを想定したものとなっていますので、 ここで蓄積したデータを加

工して、選定委員会（本ガイドブック第3の3）で用いる資料や結果公表（本

ガイドブック第3の11の(2)）で使用する一覧表の作成に活用することが考

えられます。また、記録廃棄事務においては、廃棄目録を作成し、所長の認

可を受けることになりますが（事件記録等保存規程の運用通達の記第5の3

(1))、同廃棄事務においては、特別保存に付した事件や特別保存予定又は特別

保存候補である事件の記録等を誤って廃棄しないよう確認することが非常に

重要となります。同確認の際、廃棄目録に、そのような事件が含まれていな

いことを確実にチェックするため、本リストを活用することも考えられます

（本ガイドブック第3の【参考事項】の2）。

イ事件の特定

記事から事件を特定するには、記事情報（当事者名、終局日等）に基づく

(2)
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事件管理システムを用いた検索に加え、事件担当部や総務課で有する著名事

件、要警備事件、報道対応に関する情報を確認する等、記録係と関係する部

署が連携して行うことを想定していま‘す。

ウ記録係から事件担当部への連絡

本庁の記録係は、主要日刊紙2紙に掲載された事件について、本庁のみな

らず管内の事件担当部へ連絡することになります。同連絡（本通達6の(3)の

ア及びイの処理を担当書記官等に依頼する連絡）においては、本庁内部では、

総務課から提供された記事の写しそのものを事件担当部に直接見てもらうこ

とが可能ですが、支部等との関係では、先に述べたように、検索サービスか

ら印刷した記事をやりとりすることは同サービスの規約上難しいことから、

基本的には口頭(‘電話）、メール等の方法により、事件の特定に必要な情報（記

事に記載されている終局日、当事者名、事件の概要等）を提供していただく

こととなります。

なお、支部等への連絡は、各庁の実情に応じて、適宜庶務課長や庶務事務

担当者を介して行うことで差支えありません。

工終局後に2紙掲載が判明するのは、事件担当部から記録係への記録の引継

前であることが多いと考えられますが、事件担当部から記録の引継を受けた

後に2紙掲載基準を満たした場合は、事件担当部への連絡は不要であり、記

録係等において本通達6の(3)の各処理を行うことになります。

また、事件担当部から本通達8の申出が行われた後に2紙掲載基準を満た

すという場合も考えられますが、事件担当部から申出があったことにより、

当該事件はすでに特別保存予定となっているため、 このような場合には、重

ねて本基準のプロセスによる処理を行う必要はありません。 ．

(3) 本通達6の(3) （第一審の担当書記官の処理） ついて

事件管理システムの備考欄への入力について例えば■■■■においては、

①事件カードの下部の備考欄に「特別保存予定 2紙掲載）」と入力するほか、

②事件簿情報入力画面の「特別保存等」の項目で「特別保存」を選択して登録

することになります。なお、②の登録をすることにより、廃棄目録に当該事件
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が掲載されない仕様となっているため、誤廃棄防止のためにも確実に登録する

必要があります。その他のシステムへの入力については、後述の【参考事項】

1で説明します。

(4) 本通達6の(4)（第一審の記録係等の処理）について

上訴審においては、記録送付書への「特別保存予定（2紙掲載)」の記載及び

第一審の記録表紙への朱書の有無により、特別保存予定事件であることの確認

が可能であるため、第一審で作成した確認票は、第一審の記録係等において適

宜のファイルに綴るなどして保管します。そして、上訴審から記録の返還を受

けた後、第一審におけるその後の認定事務の経過を追記していくことになりま

す（本通達6の⑩）。

(5) 本通達6の(5) （上訴審の本庁の総務課による記事検索及び記録係への交付）

について

(1)の第一審の事務と同じ事務フローとなります。

(6) 本通達6の⑤（上訴審の本庁の記録係から事件担当部への連絡）について

(2)の第一審の事務と同じ事務フローとなります。

(7)本通達6の(7) （上訴審の担当書記官の処理）について

上訴番においては､本通達6の(3)の第一審の担当書記官の処理と異なり、「他

の審級において特別保存予定となっていない事件」についてのみ、本通達6の

(7)の処理を行うことになります。上訴審の本庁の記録係から事件担当部へ、主

要日刊紙2紙に掲載された事件についての連絡がされますが、同事件の中には

既に他の審級において特別保存予定となっている事件も含まれます。担当書記

官は、事件記録を確認し、連絡を受けた事件のうち、 「他の審級において特別保

存予定となっていない事件」すなわち、他の審級の記録表紙に特別保存予定等

の朱書がなく、記録送付害にも同記載がない事件を選別し、ア及びイの各処理

を行います。

⑧本通達6の⑧（上訴審の記録係等の処理（上訴審で特別保存予定となった事

件)）について

上訴審の記録係等は､本通達6の(4)の第一審の記録係等の処理と異なり、上
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訴審終局後、事件記録を他の審級（第一審や上告審）に送付するまでの間に、

当該上訴雷で分離して保存する裁判書原本について、特別保存に付する認定を

受ける作業を行うことになります。

なお、他の審級において特別保存予定となっていなかった事件が上訴審で初

めて特別保存予定となったことを、確実に他の審級へ通知し、他の審級におい

て事件記録等について特別保存に付する認定が行われるようにするため、上訴

審で作成した確認票写しを記録末尾に編てつし、記録送付書に「特別保存予定

（2紙掲載）、事件記録に確認票写し添付」と記載することになります。

また、上訴審のうちの上告審において初めて特別保存予定となった場合、第

一審に対する通知は上記の方法により行われることになりますが、控訴審（第

二審）に対しても、メール又はチャット等の別の方法で特別保存予定であるこ

とを通知する必要があります（本ガイドブック第3の2の(3)参照）。

おって、前記「確認票写し」の性質は、記録外書面であると考えられ、閲覧

謄写の対象ではないことから、記録末尾へ編てつする際には、分界紙を挟んで

編てつすることが考えられます。また、控訴審において、確認票写しが記録に

編てつされて上告審へ送付された場合、上告審において当該写しを外して使用

することはなく、当該写しは編てつされたまま最終的に事件記録とともに第一

審へ返還され、返還後、第一審において使用されることになります。

(9) 本通達6の(9) （上訴審の記録係等の処理（第一審で特別保存予定となってい

る事件））について

第一審で既に特別保存予定となっている事件についても、上訴審の記録係等

は、 (8)と同様のタイミングで、上訴審で保存する裁判書原本について特別保存

に付する認定を受ける作業を行います。なお、 この場合は、 (8)と異なり、第一

審への通知という事務が発生しませんので、確認票の写しの編てつや、記録送

付書への記載は不要となります。

⑩本通達6の⑩（上訴審から記録の返還を受けた第一審の記録係等の処理）に

ついて

上訴審から記録が返還された際の第一審の記録係等の処理は、①第一審では
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特別保存予定となっていなかったが上訴審で特別保存予定となった事件に特有

の処理、②第一審又は土訴審で特別保存予定となった事件に共通の処理の2つ

に整理することができます。

まず、①においては、上訴審において(8)の処理が行われた事件について、第

一審の記録表紙への朱書や事件管理システム（事件簿）への入力（記載）を行

い、特別保存予定となったことを明示します。

次に、②においては、第一審で保存する事件記録と事件書類について、特別

保存に付する事務処理を行っていきます。その際、第一審で特別保存予定とな

つた事件については(4)で作成した確認票を、上訴審で特別保存予定となった事

件については(8)で上訴審から送付された確認票写しをそれぞれ使用し、 【●認定

～認定後の処理（処理庁：□①．□②。□③)】欄に、認定の経過を記録します。

⑪本通達6の⑪（上訴審へ記録送付後に基準に該当した場合の第一審の記録係

等の処理）について

上訴があった事件について、第一審から上訴審へ記録を送付した後に2紙掲

載基準を満たした場合（例えば、第一審の判決直後は1紙のみに終局に関する

記事が掲載され、上訴審に記録を送付した後に2紙目に同記事が掲載されたよ

うな場合)、第一審の記録係等は、まずは、確認票の作成及び記載、事件簿又は

事件管理システムへの記載又は入力を行います。そして、上訴審から記録の返

還を受けた後に、記録表紙への朱書きのほか、認定に係る事務を行うことにな

ります。さらに、同認定を行ったことを、上訴審の記録係等へ通知します。

⑫本通達6の⑫（伽の通知を受けた上訴審の記録係等の処理）について

伽の通知を受けた上訴審の記録係等は、上訴審で保存する裁判害原本につい

て、認定事務を行います。

7 日刊紙2紙掲載基準による認定プロセス（少年調査記録関係）

別紙少年調査記録関係に記載．

8 事件担当部申出基準による認定プロセス（事件記録及び事件書類）

（1） 本通達8の(1) （第一審の事件担当部の処理）について

ア事件担当部申出における具体的な検討や申出害の作成は、以下のようなフ
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口一が考えられます。

①事件担当部においては、事件終局時（判決言渡の口頭弁論調書又は和解

調書の決裁時のタイミングが考えられますが、記録引継までの適宜のタイ

ミングで構いません｡）に、当該事件を担当した裁判官、裁判所書記官、家

庭裁判所調査官等の意見を踏まえ、担当部申出をするか否か、申出を行う

場合は該当する理由を検討していただくことになります。

②①の検討結果に基づいて、記録表紙の余白に「申出の有無」を記載しま

す。

なお、記録の史料又は参考資料としての価値については、担当部がよく

把握しうるところであり、全ての事件について、担当部において申出の検

討が行われたことを明らかにするため、 「申出の有無」を必ず記載すること

としました（手書きやゴム印による対応に加え、事件管理システムで対応

可能な場合は記録表紙の帳票をカスタマイズすることが考えられます｡)。

③申出を行う場合、①の検討結果に基づいて、担当書記官が申出書を作成

し、裁判官（又は裁判長）の確認を受けます。また、記録表紙及び事件管

理システムの備考欄（入力及び登録箇所は6の(3)と同じ）に「特別保存予

定（事件担当部申出）」と記載や入力をします。

イ申出書の名義は、通達の別紙様式第3のとおり、裁判官や書記官の個人名

である必要はなく、 「民事第●部」、 「△△支部民事係｣、 「◇◇簡裁民事係」等

の記載で差支えありません。押印も不要です。

ウ事件担当部申出を行うか否かの検討時点で、すでに日刊紙2紙掲載基準に

より特別保存予定となっている（記録係等から本通達6の(2)の連絡を受けて

いる。）場合は、事件担当部申出の有無にかかわらず特別保存に付されること

になりますので、必ずしも重ねて申出を行う必要はありません（ただし、そ

の場合であっても、申出を行わない（担当部申出「無」の）旨の記録表紙へ

の記載は必要です。）。

なお、重ねて事件担当部申出を行う場合は、既にされている記録表紙及び

システム備考欄への「特別保存予定（2紙掲載）」との朱書及び入力に「（担
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当部申出）」と追記することになります。

工申出書を記録係等へ送付する際は、事件関係送付簿等の送付簿により、そ

の授受を明らかにすることが考えられます。

(2) 本通達8の(2) （第一審の記録係等の処理）について

確認票の扱いについては6の(4)と同じです。また、担当部から送付を受けた

申出書も、確認票と共に第一審の記録係等において保存します。

(3) 本通達8の(3) （上訴審の事件担当部の処理）について

上訴審では、本通達8の(1)の処理と異なり、他の審級の記録表紙に特別保存

予定等の朱書がなく、記録送付書にも記載がない「他の審級で特別保存予定と

なっていない事件」についてのみ、担当部申出に係る検討及び処理を行うこと

になります。

(4) 本通達8の(4) （上訴審の記録係等の処理（上訴審で特別保存予定となった事

件)）について

本通達8の(2)の第一審の記録係等の処理と異なり、上訴審の記録係等は、上

訴審終局後、記録を他の審級（第一審や上告審）に送付する前に、当該上訴審

で保存する裁判書原本について、特別保存に付する認定を受ける作業を行うこ

とになります。

また、他の審級で特別保存予定となっていなかった事件が上訴審において特

別保存予定となったことを、確実に他の審級へ通知し、他の審級において事件

記録等について特別保存に付する認定が行われるようにするため、上訴審で作

成した確認票写し及び申出書写しを記録末尾に編てつし（編てつの際、分界紙

を挟むことについては6の(8)と同じ）《記録送付書に「特別保存予定（事件担当

部申出）、事件記録に確認票写し及び申出書写し添付」と記載することになりま

す。

おって、上訴審のうちの上告審において初めて特別保存予定となった場合、

上記の通知に加え、控訴審（第二審）に対してもメール又はチャット等の別の

方法で通知する必要があることは、本ガイドブック第3の6の(8)と同様です。

(5) 本通達8の(5) （上訴審の記録係等の処理（他の審級において特別保存予定と
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なっている事件)）について

他の審級においてで特別保存予定となっている事件についても、上訴審の記

録係等は、本通達8の(4)と同様のタイミングで、上訴審で保存する裁判書原本

について特別保存に付する認定を受ける作業を行います。なお、 この場合は、

本通達8の(4)と異なり、他の審級への通知という事務が発生しませんので、確

認票の写しの編てつや、記録送付害への記載は不要となります。

本通達8の(6) （上訴審から記録の返還を受けた第一審の記録係等の処理）に

ついて

6の⑩の事務と基本的には同じです。第一審で特別保存予定となっていなか

った事件のうち、上訴審で担当部申出があった事件については、記録に申出書

写しが編てつされていますので、同写しや記録送付書への記載を確認して処理

を行うことになります。

事件担当部申出基準による認定プロセス（少年調査記録関係）

別紙少年調査記録関係に記載

特別保存の要望による認定プロセス

本通達10の(1) （要望の方法等）について

ア要望の方法等について

要望については、事件と理由が特定されていれば、別紙様式第4の要望害

以外での申出についても受理することになるため、 「原則として」という文言

を入れています。

イ別添「特別保存の要望の方法等に関するウェブサイト掲載案」をお示しし

ますので、各庁ウェブサイトの該当ページについて、運用開始日である令和

6年1月30日から更新されるよう作業をお願いします。

ウ外部への情報提供について

今回の運用変更に関する弁護士会への情報提供案は最高裁判所からお示し

する予定です。弁護士会以外の関係機関への情報提供については、 これまで

の実情を踏まえて各庁の判断にお任せします。

エ保存期間満了後に要望があった場合の処理について

(6)

9

10

（1）

-17-



保存期間満了後、廃棄手続が進んでいる記録等について、要望があった場

合は、現に記録等が存在している限り、要望に対する対応を行うことになる

と考えられます。

本通達10の(2) （要望書の提出）について

ア要望書の提出先は、規則第3条各号に掲げる裁判所の「記録係等」ですの

で、第一審が地方裁判所の支部であった場合は、同支部が提出先となります。

また、上訴審において保存する事件書類について特別保存の要望をする場合

は、同上訴審が提出先となります。

なお、要望による認定プロセスにおいては、第一審又は上訴審という区分

けに加え、①要望書の提出を受けた裁判所又は②同裁判所から候補事件の通

知を受けた裁判所、 という区分↓ﾅが生じることから、確認票、ポンチ絵及び

本ガイドブックにおいては､①をA庁とし、②をB庁として表記しています。

イ上訴審である裁判所（以下の説明例では高等裁判所や最高裁判所を想定）

に、要望書の提出についての問い合わせがあった場合は、以下のとおり説明

することが考えられます。

【上訴審における説明例（特別保存予定となっていない場合)】

事件記録及び第一審の判決については、○○地方裁判所において保存され

ることになりますので、要望書の提出は○○地方裁判所にしていただくこと

になります。

なお、○○地方裁判所において当該事件記録等を特別保存に付すると認定

された場合は、要望の有無に関わらず、当裁判所の判決についても特別保存

に付する認定がされることになります。

また、当裁判所に対し、保存の対象を当裁判所でした判決に限定して要望

された場合も、それを特別保存に付すると認定された場合は、要望の有無に

関わらず○○地方裁判所で保存する事件記録等についても特別保存に付する

認定がされることになります。

【上訴審における説明例（特別保存予定となっている（又は既に特別保存に

付されている）場合)】

②
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この事件については、既に特別保存に付されることになっています（既に

特別保存に付する認定がされています）ので、要望をしていただく必要は

ありません。

ウ要望を受けた事件の記録等が、既に特別保存に付されているか、特別保存

予定事件となっている場合は、要望を受けた場合の認定プロセスを進める必，

要はありません。電話を含む適宜の方法により、要望の提出者に対し、要望

を受けた事件の記録等は、既に特別保存に付されているか、特別保存予定事

件となっていることから、認定プロセスを進めることはなく、結果通知を送

付することもない旨を伝えることになります。

(3) 本通達10の(3) (A庁の記録係等からB庁の記録係等への通知）について

A庁の記録係等は、要望を受けた事件の記録等が、既に特別保存に付されて

いたり、特別保存予定となっていたりする場合を除き、同事件を特別保存「候

′補事件」として扱うことになります。

A庁の記録係等は、候補事件が他の審級にも係属した事件であった場合には、

他の審級の記録等が廃棄されることを防止するため、要望を受けたタイミング

で、B庁の記録係等に対し候補事件となったことを通知します。通知の方法は、

メール又はチャット等で事件番号及び特別保存候補事件となったことを伝えれ

ば足ります。

通知を受けたB庁の記録係等において行うべき処理は10の(5)のとおりです。

(4) 本通達10の@) (A庁の支部等から本庁の記録係への要望書の送付）について

選定委員会に関する事務を本庁で一括して行うため、支部等の記録係事務担

当者は、候補事件に係る要望書を、本庁の記録係に送付します。なお、 (5)の事

務は本庁への要望書送付前に行うことも考えられます。

(5) 本通達10の(5) (A庁及びB庁の記録係等における候補事件に対する処理）

について

A庁及びB庁の記録係等は、候補事件に対し、候補事件であることの明示等

を行います。

なお、候補事件の記録等については、選定委員会や最高裁判所の委員会での
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審理等、認定までに一定の時間を要するため、認定が行われるまでに事件記録

としての保存期間が満了することも考えられますが、最終的に特別保存に付さ

ない認定が行われるまでは廃棄することはできません。候補事件であることを

看過し、誤って廃棄することがないよう、他の記録との分離や事件簿情報への

登録（廃棄目録に掲載されないようにする）を確実に行うようにしてください。

(6) 本通達10の(6)について

別紙少年調査記録関係に記載

(7) 本通達10の(7)について

別紙少年調査記録関係に記載

(8) 本通達10の(8) (A庁において特別保存に付さない認定をしようとする場合

の求意見）について

ア裁判所の長は、選定委員会の意見を聴いて、候補事件について特別保存に

付するか否かの認定を行うことにな‘りますが、本プロセスにおいては、他の

プロセスにおける認定（記録係等が先に保存票（調査記録保存票）を作成し、

認定（決裁）を得る。）と異なり、保存票（調査記録保存票）作成前に、裁判

所の長により認定が行われることになります。具体的には、認定結果が記載

された候補事件の一覧表を作成し、裁判所の長の決裁を受けるような形が考

えられます。

なお、候補事件に支部等の事件が含まれる場合には、本庁の記録係から支

部に認定結果を連絡し、特別保存に付する認定がされた事件については、保

存票（調査記録保存票）の作成を依頼（本ガイドブック第3の2の(1)おって

書き）することになります。

イ裁判所の長は、候補事件の記録等について特別保存に付さない認定をしよ

うとする場合には、その適否について、最高裁判所に設置された記録の保存

の在り方に関する委員会に意見を求める必要があります。同委員会の庶務は

最高裁判所事務総局総務局とされており（規則第15条）、別紙様式第5の文

書及び添付書類を、最高裁判所総務局特別保存検討チームの配布リスト

|，（ リ 宛てに送付していただくことになりま
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す。

なお、意見を求める際、当該事件の記録等を添付する必要はありませんが、

規則第16条にあ､るとおり、委員会から提出を求められた際には、記録等を

提出することになります。

本通達10の(9) （旧)の求意見に対する意見を受けたA庁における認定）につ

いて

最高裁判所は、各庁からの求意見をある程度取りまとめたうえで、委員会を

開催して意見を聴くことになるため、求意見から回答までには一定期間を要す

ることになります。なお、委員会からの回答は、裁判所の長宛ての書面で行う

ことを予定しています。

本通達10の⑩(A庁における認定及び要望者に対する結果通知）について

ア結果通知に係る事務は、本庁の記録係が行い、後納郵便で送付することを

想定しています｡

イ要望に対して特別保存に付さない認定がされた場合において、裁判所の保

有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱に定める苦情の申出のよ

うな制度は設けられていません。

すなわち、特別保存の要望は、裁判所の長が特定の事件記録等を特別保存

に付するか否かについての検討・判断を行う端緒の一つと位置付けられるも

‘のであって、保存の判断はあくまで裁判所（の長）の権限で行われるもので

あり、また、要望が出された場合のプロセスとして、裁判所の長が、当該事

件記録等について特別保存に付さない認定をしようとする場合には、最高裁

判所に設置する記録の保存の在り方に関する委員会に意見を求め、同委員会

の意見を踏まえて認定を行うことになるのであって、要望も踏まえ、客観的

かつ多段階に判断する仕組みとなっているからです。

苦情の申出のような制度は設けられていませんが、同じ事件について再度

要望を提出するという趣旨であれば、直ちに受付をしないとすることは相当

ではないと考えられます。当初の要望について特別保存に付さない認定がさ

れた後、社会情勢の変化や当該事件がはらむ問題がクローズアップされるな

⑨

⑩
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どの事情の変化があり得るからです。ただし、要望の理由が同じであれば、

結論としては同じく特別保存に付さない認定をすることになる可能性が高い

旨を伝え、要望の提出自体の再考を促すか、別の理由を補充するよう促すこ

とが考えられます。

本通達10の⑪(A庁の裁判所の長による認定直後のA庁の記録係等の処理）⑪

について

要望の提出を受けたA庁の記録係等は､裁判所の長による認定結果に基づき、

特別保存に付する認定が行われた候補事件については、保存票（調査記録保存

票）を作成（支部等の事件について、前述の旧)アのなお書き部分のとおり。）し、

裁判所の長による確認を得ます。一方、付さない認定が行われた候補事件につ

いては、⑪ア及びイに記載の各事務を行うことになります。なお､■■■■に
おいては、事件簿情報入力画面の「特別保存等」の項目で「特別保存」を選択

して登録していたものを訂正する必要があります。

⑫本通達10の⑫(A庁の記録係等における確認票の作成）について

A庁の記録係等は、要望を受けてから結果通知までの経過について、確認票

の所定の欄に記載をします。

⑬本通達10の⑬(A庁の記録係等からB庁の記録係等に対する認定結果の通

知）について

A庁の記録係等は、 10の(3)の通知をしたB庁の記録係等に対し、認定結果を

通知します。なお、通知は、メール又はチャット等で当該事件の事件番号及び

認定結果を伝えることで足ります。

卿本通達10の側（⑬の通知を受けたB庁が上訴審である場合の処理）につい

て

⑬の通知を受けたB庁が上訴審である場合、 B庁の記録係等は、 A庁の認定

結果に基づき、本通達記載の各事務を行います6

⑮本通達10の⑮（⑬の通知を受けたB庁が第一審の記録係等である場合の処

理）について

例えば&控訴審である高裁に対して要望があった場合は、高裁がA庁となり、
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地裁がB庁となります。地裁の記録係等は、高裁の記録係等から、候補事件に

ついて特別保存に付する認定が行われたとの通知を受けた場合は、地裁で保存

中の事件記録及び事件書類について、速やかに特別保存に付する事務処理を行

います。一方、高裁の記録係等から、候補事件について特別保存に付さない認

定がされたとの通知を受けた場合は、本通達10の⑪のア及びイの処理を行い

ます。なお､■■■■においては、事件簿情報入力画面の「特別保存等」の項

目で「特別保存」を選択して登録していたものを訂正することになります。

⑯要望関係の文書の保存について

要望害が提出された場合（支部等から本庁へ送付された場合を含む）は、本

庁において受理し、その後、 「選定委員会に関する文書｣、 「記録の保存の在り方

に関する委員会に対する求意見害｣、 「記録の保存の在り方に関する委員会から

の意見書」、 「要望を申し出た者への通知書」等の各文書を作成取得することが

想定されますが、これらの文書は、司法行政文書として管理することになりま

す。

なお、要望書の受理後、認定がされるまでの間は、各文書は保存期間の始期

が特定日（認定の日の属する年度の翌年度の4月1日（原則））に係るファイル

（保存期間を「認定の日に係る特定日以後5年」とするファイル）により管理

し、最終的な認定がなされた段階で有期のファイルに移し替えて保存すること

が考えられます。

また、既に他の認定プロセスにより特別保存に付する認定が行われているな

ど、 「候補事件」とならなかった事件に係る要望書については、当初から有期の

ファイルで保存することが考えられます。

11認定後の処理について

（1） 本通達11の(1)について ．

特別保存に付する認定が行われた後の処理をアからオとして定めていますが、

これらの留意点は以下のとおりです。

ア記録表紙の余白や事件簿備考欄への「特別保存」との朱書は、既にしてい

る「特別保存予定」又は「特別保存候補」の朱書の「予定」や「候補」を二重
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線で抹消することでも足ります。

イ分離した編冊は、年度毎にまとめた編冊とすることでもかまいません。

ウ確認票又は上訴審から送付された確認票写しの所定の欄を利用して、確認

をします。

工保存票（調査記録保存票）については、事務総長通達「事件関係の帳簿諸

票の備付け等について」記の第2の1 （別表第9）の定めにより、独立行政

法人国立公文書館に送付するまでの間保存することになります。また、確認

票（上訴審から送付された写しを含む｡）及び事件担当部より提出された申出

書（上訴審から送付された写しを含む｡）は、保存票（調査記録保存票）に別

紙として添付して保存します。

本通達11の(2) （特別保存に付する認定を行った事件の公表）について

庁名、事件番号及び事件名を記載した一覧表（別紙様式第7）をウェブサ

イトに掲載して公表します。

本通達11の(3)について

別紙少年調査記録関係に記載

誤廃棄防止のための確認

(2)

(3)

12誤廃棄防止のための確認

第一審及び上訴審の記録係等は、毎年適宜の時期に、本通達記載の各事務（(1)

記録等と保存票（調査記録保存票）との照合、 (2)記録等が区別して保管されてい

ることの確認）を行うことになりますが、同事務の際も、 リスト（本ガイドブッ

ク第3の6の(2)ア）を活用することが考えられます。

また、 (1)及び(2)の作業に加え、事件管理システムのうち、特別保存している旨

の登録が廃棄目録と連動しているシステムにおいては、同登録が適切にされてい

ることを確認することも、誤廃棄防止には有益です。

13特別保存の報告

報告は、従来どおり管内分を本庁で取りまとめてEASYで施行していただくこ

とになりますが、保存票（調査記録保存票）の別紙（確認票（上訴審から送付さ

れた写しを含む。）及び担当部からの申出書（上訴審から送付された写しを含む。））

も合わせて送付していただくことになります。
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なお、報告の時期は、これまでどおり、随時でかまいません。

14最高裁判所への移管

条文のとおり

15内閣総理大臣への移管

特別保存に付すると認定された記録等のうち、事件記録及び事件書類について

は、内閣総理大臣との申合せに基づき国立公文書館へ送付されることになります

が、一定の事由により送付を留保する場合があります。同送付留保に係る事務に

つき、 (1)及び(2)で定めています。

16その他

特別保存に関する一連の事務が事件記録等の保存に関する事務であることを踏

まえて、記録係等を主体とした記載としていますが、庁の実情に応じた態勢を構

築していただくことを考盧し、このような条文を加えています。

【参考事項】

1 事件管理システムの備考欄への入力について

通達上「事件管理システムの備考欄等に入力する。」とされている点について、

、各システムの「備考欄」はそれぞれ以下の欄が考えられます。

また､■■■■同様､■■■■にも､特別保存等に付したことを登録するための
専用の入力欄（事件簿表示・入力・訂正）があり、当該入力を行うと当該事件が

廃棄目録に載らない仕様となっていますので、該当欄への入力を行う必要があり

ます。

■■■■■:本ガイドブック第3の6の(3)に記載のとおり

'一 ｜ : ｢備考（事件簿記載事項)」欄
－1: 「事件簿等備考」欄 、

｜: ｢備考(事件簿)」事件カード上の「事件メモ」欄※

| : ｢備考（事件簿記載事項)」欄

一｜ : ｢備考(事件簿)］事件カード上の「備考｣欄※

｜ ：事件概要ページの「備考」の下の自由入力欄

■■■■■: 「保存備考」欄
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■■■■: ｢備考（事件簿)」欄

及び※
11

11 について

令和6年1月30日現在において、上記「備考（事件簿)」欄は、入力す
1

ることができず、同年4月頃のシステム改修により、入力できるようにな

・る予定です6よって、それまでの間に特別保存の要望等があったものにつ

いては、各庁において適宜の方法で管理した上、 ［備考（事件簿)」欄に入

力ができるようになり次第、移記してください。

2 記録廃棄時の確認

記録廃棄時の事務は、事件記録等保存規程の第8条第2項において、裁判所の

長の認可を受けるものとされたほか、同規程の運用通達の記第5の3を改正し、

同認可を受けるにあたっては、廃棄目録を作成するほか、次の点を確認して裁判

所の長に報告することとしました。

なお、記録係等は、廃棄目録の作成及び確認の事務の際にも、前述（6の(2)）

のリストを活用することが考えられます。

・ 廃棄目録に、特別保存に付する認定がされた事件、特別保存予定となった

事件、特別保存候補となった事件が含まれていないこと

・ 廃棄する記録の表紙に、特別保存、特別保存予定及び特別保存候補の朱書

がないこと並びに事件担当部申出の有無につき「無」とされていること

。 廃棄する事件書類の編冊の表紙に、特別保存の朱書がないこと

3 事件記録等保存規程及び少年調査記録規程の各運用通達の改正について

標記の各通達については、 「2項特別保存」に関する部分を削除し、 「1項特別

保存」に関する部分を「保存期間の延長」と改正しました。今後‘､「1項特別保存」

や「2項特別保存」という呼称は用いないことになります。なお､I lの事

件簿情報入力画面において、特別保存に関して「1項特別保存」や「2項特別保

存」を選択して登録できる機能がありましたが、同画面については、 ！それぞれ「保

存期間延長Jや「特別保存」と改修する依頼を行いました。

以上
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特別保存ガイドブック別紙（少年調査記録関係）

第1 はじめに（少年調査記録の特別保存事務について）

従前からの変更点等

(1) 特別保存をする家裁について

少年調査記録を特別保存に付する認定は、特別保存に付する認定を行う原因

となるべき事件について終局決定をした家裁の長が行います（規則第3条第5

号）。

そして、特別保存に付する認定を行った少年調査記録は、当該認定を行った

家裁の長の所属する家裁において特別保存をすることとなりました（規則第4

条）。

この点、従前は、明文の規定はないものの、少年調査記録規程（以下「規程」

という。）第5条所定の保存裁判所である家裁において特別保存をしていました。

規程第5条の保存裁判所に関する規律は従前と同じ（規程第4条第3項の場

合に(ま当該保護処分の決定をした家裁、その他の場合には事件が最終に係属し

た家裁で保存）ですから、今後、少年調査記録については、事件記録等と異な

り、保存裁判所と特別保存をする裁判所が異なるケース（一方が本庁で一方が

支部の場合を含む｡）が想定されます。例えば、次のような経過を経た場合、特

別保存をする裁判所はA家裁、保存裁判所はB家裁となります。

1

A家裁：特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件について終局決定

を行い、特別保存に付する認定を行った。

↓

B家裁：その後、同一少年について再犯事件が係属し、保護処分を行った。

※仮にB家裁が行った保護処分が特別保存に付する認定を行う原因

となるべき事件の終局決定に該当する場合であっても、重ねて特

別保存に付する認定を行わない（規則第3条ただし書)。

そこで、 B家裁は、保存期間満了後速やかに、 A家裁に少年調査記録を送付
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し（本通達本文の11の(3)）、 A家裁において特別保存をします。

この場合において、少年調査記録が更にC家裁、D家裁…と移動することも

あり得ますので、 A家裁において特別保存することについて、少年調査記録表

紙に明示することが極めて重要になります。

(2) 特別保存に付する認定を行う時期について

従前、特別保存に付する認定を行う時期について、明文の規定はないものの、

保存期間満了日に近接した時期に行うのが実務上一般的でした。しかし、特別

保存の基準該当性を直ちに判断できるものについては、直ちに認定手続を行う

ことが相当であることが「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報

告書」でも指摘されているところです。

この点、少年調査記録の大きな特色として、事件が保護処分により終局した

場合は速やかに保護処分の執行機関に送付することがあげられます（少年審判

規則第37条の2第1項）。この場合の保存期間の始期は、執行機関から少年調

査記録の返還を受けた日とされています（規程第6条)。

特別保存に付する認定手続を執行機関からの返還まで行わないとすれば、上

記指摘への対応として不十分と言わざるを得ません。

そこで、少年調査記録を執行機関に送付する場合であって送付前に特別保存

に付する認定を得ることができるときは、速やかに特別保存の認定を得ること

が本通達上明記されました（「日刊紙2紙掲載基準」について本通達別紙の2の

(5)、 「事件担当部申出基準」について同3の(3)）。この場合、特別保存に付する

認定を行った後に抗告等があり、事件が上訴番に移るケースが想定されますが、

特別保存に付する認定の効力に影響はありません。

一方、少年調査記録は、執行機関が保護処分の執行の初期段階において少年

の処遇の計画を立てる上で重要な資料となることから、なるべく早く送付する

必要があるところ、諸般の事情により速やかに特別保存に付する認定を得るこ

とができない場合も想定されます。このような場合には、まず少年調査記録を

執行機関に送付し、その後、執行機関から一時的に返還を受けた上で、特別保

存に付する認定を得ることとするフローが本通達上明記されました（「日刊紙2
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紙掲載基準」について本通達別紙の2の⑥、 「事件担当部申出基準」について同

3の(4)）。

※家裁における使用期間は長くとも1か月程度を目安とし、使用後は速やか

に執行機関に再送付してください。それよりも長い期間使用する必要があ

る場合（「記録の保存の在り方に関する委員会」に提出する場合（規則第1

6条）等）は、執行機関と調整してください。なお、執行機関において、

家裁への一時的返還に当たり、職務上必要な範囲で少年調査記録を謄写す

ることは差支えありません。

保護処分の執行機関に対する返還依頼のフローについては、別添「特別保存

手続における少年調査記録送付の流れ（イメージ）」も参照してください。同書

面は、返還依頼のフローを説明するために必要な場合は、執行機関に交付して

差支えありません。

事件が児童相談所長送致により終局したため児童相談所に少年調査記録を貸

与する場合も、保護処分の執行機関に送付する場合の取扱いに準拠してくださ

い。

(3) 特別保存に付する認定を行う事件（本通達本文の1）について

従前、特別保存に付する認定を行う事件は、事件記録等と少年調査記録とで

差異がありましたが、本通達では共通になり、本通達本文の1の(1)から(7)まで

の全てが少年調査記録にも適用されることとなりました。例えば、 「重要な憲法

判断が示された事件」 （本通.達本文の1の(1)）は、改正前の少年調査記録規程の

運用通達では特別保存の対象とされていませんでしたが、本通達では対象とな

りますので、 「判例集登載基準」 （本通達本文の2の(1)ア）が少年調査記録にも

、適用されます（「事件」が基準に該当するか否かを確認し、該当する場合は（少

年保護事件記録のみならず）少年調査記録について特別保存に付する認定を行

います。）。

これに伴い、改正前の少年調査記録規程の運用通達において特別保存の対象

とされていた「少年保護事件記録が特別保存に付された事件」については、本

通達では削除されることになりました。
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少年保護事件記録と少年調査記録は、別個に特別保存に付する認定を行う必

要があることは従前と同じです。そこで、事件が「判例集登載基準」 （本通達本

文の2の(1)ア）や「日刊紙2紙掲載基準」 （同イ）に該当する場合は、少年保護

事件記録と少年調査記録の双方につ.いて特別保存に付する認定を行うこととな

りますし、事件担当部申出（同ウ）を行う際は、少年保護事件記録又は少年調

査記録のいずれかについての申出が脱漏しないよう注意する必要があります

（別紙様式第3の申出書（以下「申出書」といいます。）は、少年保護事件記録

と少年調査記録について同一の書面で申出ができる書式となっています。）。

なお、特別保存の要望については、本通達本文の10の(2)なお書により、少年

保護事件記録又は少年調査記録のいずれか一方のみについて要望がされたとき

は、少年保護事件記録及び少年調査記録'の双方について要望があったものとし

て取り扱います（もっとも、別紙様式第4の特別保存要望書（以下‘ 「要望害」

といいます｡）は、事件記録、判決害原本等の事件書類のほか、少年事件につい

ては少年調査記録を含めて要望する書式となっていますので、少年保護事件記

録及び少年調査記録の双方について要望がされるケースが大半と考えられま

す｡）。

なお、少年保護事件記録と少年調査記録は別個に特別保存に付する認定を行

うことに関連して、検察官送致決定や児童相談所長送致決定の場合、少年保護

事件記録は検察官又は児童相談所長に送付して家裁では保存せず（したがって、

特別保存の対象にもならないことが規則別表第一の22に明記されました。）、

少年調査記録のみを家裁で保存しますが、当該少年調査記録について特別保存

の理由がある場合に特別保存に付する認定を行うことは従前と同様です。

少年調査記録の特別保存事務総論

本通達本文の2の(1) （特別保存に付する認定を行う事件の基準）について

「判例集登載基準」(本通達本文の2の(1)ア)、「日刊紙2紙掲載基準」（同イ）、

「事件担当部申出基準」 （同ウ）の各基準は、全て少年調査記録についても適用

されます。 したがって《裁判所の長は、選定委員会の意見を聴くことなく、基

準に該当したことをもって必ず特別保存に付する認定を行うことになります。

2

(1)
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事務の大まかな流れは事件記録等の場合と同様ですが、特別保存の事務を行

うために保護処分の執行機関や他の家裁から少年調査記録を取り寄せる必要が

ある場合が想定されるなど、特有の事務があるため、本通達では少年調査記録

に関する上記各基準による認定プロセスは別紙に記載されています。

(2) 本通達本文の2の(2) （特別保存の要望）について

特別保存の要望に関する規定についても、少年調査記録に適用されます。し

たがって、要望の理由を参酌して、裁判所の長が特別保存に付するか否かを選

定委員会にも意見を聴き、その上で特別保存に付さないと認定をしようとする

場合には、最高裁が設置する記録の保存の在り方に関する委員会に意見を求め

た上で、認定（判断）を行うことになります（規則第8条)。

事務の大まかな流れは事件記録等の場合と同様ですが、 (1)と同様に少年調査

記録を取り寄せる必要がある場合が想定されるなど、特有の事務もあります。

また、 1の(3)で述べたとおり、少年保護事件記録又は少年調査記録のいずれ

か一方のみについて要望がされたときは、少年保護事件記録及び少年調査記録

の双方について要望があったものとして取り扱います（本通達本文の10の(2)

なお書）。

選定委員会に関する規定（本通達本文の3）については、事件記録等と共通

です。

(3) 本通達本文の2の(3) （事件書類の取扱い）について

少年調査記録の関係では、上訴審（抗告審及び再抗告審）において保存され

る事件書類はない（原本分離する裁判書がない）ため、特別保存の事務を行う

裁判所は家裁のみです。 したがって、事件記録等の各認定プロセスにおいて行

う各審級間で認定を行ったことや特別保存予定又は特別保存候補であることを

通知する事務（ガイドブック本文の第3の2の(3)参照）は、少年調査記録の特

別保存の関係では、他の審級への記録送付時における記録送付書への記載及び

記録表紙への朱書を除いては不要です（本通達に定めが置かれていません。）。

(4) 使用する書式について

特別保存の事務において使用する書式については、事件記録等と共通のもの
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もありますが、少年調査記録特有の事務を考慮し、次のとおり少年調査記録専

用の書式を用意しています。

・別紙様式第1－2 特別保存調査記録保存票

（以下「調査記録保存票」といいます。）

・別紙様式第2－2 特別保存経過確認票（少年調査記録）

（以下「確認票」といいます｡）

・別紙様式第8－1 特別保存に係る少年調査記録返還依頼書

（以下「返還依頼書」といいます｡）

・別紙様式第8－2 特別保存に係る少年調査記録送付依頼書

（以下「送付依頼書」といいます｡）

・別紙様式第9 特別保存をする家庭裁判所に対する少年調査記録送付害

第2 各定めについての説明《少年調査記録関係）

1 判例集登載基準による認定プロセス（ガイドブック本文の第3の5）

（1） 本通達別紙の1の(1) （第一審における認定）について

判例集に登載された事件は､最高裁事務総局総務局において、各審級の裁判

所及び事件番号を記載した一覧表を作成し、毎年1回、 COURTSポータルに掲

載してお知らせしますので、まずは、第一審の記録係等において一覧表を確認

し、第一審で保存している少年調査記録のうち、特別保存をしていないものに

ついて、特別保存'の事務処理を行います。

最高裁から一覧表を提供する時期について、 これまでは毎年3月に行ってき

ましたが、今後は時期を前倒しし、毎年1月末頃に行うことを予定しています。

なお、少年調査記録の関係では､上訴審において事件書類を保存しないため、

第一審から上訴審に対する通知は不要です(本通達に定めが置かれていません。）
（

（2） 本通達別紙の1の(2) （第一審の記録係等における確認票の作成）について

第一審の記録係等は、少年調査記録を特別保存に付するにあたり、その経過

を記録するために確認票を作成します。
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(3) 本通達別紙の1の(3) （執行機関又は他の家裁からの少年調査記録の取寄せ）

について

第一審の記録係等が特別保存の事務を行う際に、対象となる少年調査記録が

当該家裁にない場合が想定されます。

ア事件が保護処分により終局したため少年調査記録を保護処分の執行機関に

送付した場合（少年審判規則第37条の2第1項）

第一審の記録係等は、返還依頼書を執行機関に送付し、執行機関において

当該少年調査記録を返還することによる事務支障がない時に、一時的に返還

を受け、特別保存に付する認定を得た後、速やかに執行機関に送付します。

※執行機関に対する返還依頼については、第1の1の(2)も参照してくださ

い。

イ新たな事件（再犯等）の係属した家裁に送付した場合（規程第4条第1項）

第一審の記録係等は、送付依頼害を新たな事件の係属した家裁に送付し、

同家裁において当該少年調査記録を送付することによる事務支障がない時に、

一時的に送付を受け、特別保存に付する認定を得た後、速やかに同家裁に送

付します。

なお、新たな事件の係属した家裁(B家裁）から更に他の家裁(C家裁）や

保護処分(B家裁が行ったもの）の執行機関に対して少年調査記録を送付済

みであるため特別保存の対象となる少年調査記録がB家裁にもない可能性が

あります。そこで、特別保存の事務を行う家裁(A家裁）は、 B家裁に送付依

頼書を送付する前に、 B家裁に対して少年調査記録の所在を確認するのが望

ましいと考えられます。確認の結果、 B家裁から更にC家裁や執行機関に対

して少年調査記録を送付済みの場合は、 A家裁はC家裁や当該執行機関に対

して送付を直接依頼して差支えありません。

※A家裁からB家裁が行った保護処分の執行機関に対して直接依頼する場

合は、返還依頼書の「返還」の文言を「送付」に修正してください。ま

た、 B家裁に対して執行機関から送付を受けた旨を通知してください。

ウ索引票の少年調査記録移動一の調査記録情報）欄の記載（入力）
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第一審の記録係等は、ア又はイにおいて少年調査記録を授受した場合は、

索引票の少年調査記録移動(■■■■■の調査記録情報）欄に移動年月日、所

在庁及び移動事由（受領又は送付）を記載（入力） します。

日刊紙2紙掲載基準による認定プロセス（ガイドブック本文の第3の7）

本通達別紙の2の(1) （第一審の本庁の総務課による記事検索及び記録係への

交付）について

ア主要日刊紙の定義、検索サービスの導入及び「｢地域面」と「版｣」につい

ては、事件記録等の場合と同様です（ガイドブック本文の第3の6の(1)アか

らウまで参照）。

イ 「事件終局に関する記事」について

．本通達における「事件終局に関する記事」には、保護処分に限らず、不処

分、不開始、検察官送致､知事又は児童相談所長送致といった終局事由（た

だし、移送や回付については、他の終局事由と異なり、対象としないことで

差支えありません｡）を含みます（抗告審・再抗告審の裁判については2の（7）

で説明します。）。準少年保護事件（収容継続申請事件、保護処分取消事件等）

や少年補償事件についても、 （報道されることは稀と思われますが）当該事件

における調査命令の有無を問わず対象事件となります。ただし、検察官送致

後の刑事事件の終局に関する記事については、少年事件の終局に関するもの

ではないことから対象外となります。刑事裁判所における移送決定（少年法

第55条）に関する記事についても対象外です（この場合も、刑事手続に付

される前の検察官送致に関する記事及び移送決定後の少年事件の終局に関す

る記事は対象となります｡）。

なお、「事件終局に関する記事」に該当するか否かについては厳密な判断を

要するものではなく、判断に迷った場合には、広く同記事に該当するものと

して扱うことで差支えないと考えています（最終的には認定権者である家裁

の長の判断となります。）。また、新聞報道される事件については、事前の取

材、記者クラブからの決定要旨交付申請、事後の確認（裁判官名等）等が行

われていることが多く、実際に事件の特定に至らないケースは多くないもの

2
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と思われます。

(2) 本通達別紙の2の(2) （第一審の本庁の記録係から事件担当部への連絡）につ

いて

事件記録等の場合と同様です（ガイドブック本文の第3の6の(2)参照）。

(3) 本通達別紙の2の(3) （第一審の担当書記官の処理）について

ア’ 少年調査記録表紙への朱書

記載例は別添少年調査記録表紙の記載例のとおりです。

イーヘの入力

本来は当事者マスタ画面の「調査記録情報」欄に入力するのが望ましい情

報ですが、同欄には.備考欄がないため、当面の間、事件情報画面（少年）の

「事件簿等備考」欄に「少年調査記録につき特別保存予定（2紙掲載）」と入

力してください。 「少年調査記録につき」と入力するのは、同欄には少年保護

事件記録の特別保存に関する事項の入力も行うからです。

(4) 本通達別紙の2の(4) （第一審の記録係等の処理）について

ア確認票の扱いについて

上訴雷においては、記録送付書への「少年調査記録につき特別保存予定（2

紙掲載)」の記載及び少年調査記録表紙への朱書の有無により、特別保存予定

事件であることの確認が可能であるため‘第一審で作成した確認票は、第一

審の記録係等において適宜のファイルに綴るなどして保管します。そして、

上訴雷から少年調査記録の返還を受けた後、第一審におけるその後の認定事

務の経過を追記していくことになります（本通達別紙の2の⑪）。

イ記録送付害について

少年調査記録を少年保護事件記録とともに送付する場合、実務上、少年調

査記録送付害を別途作成せずに、事件記録送付害に少年調査記録の添付‘の有

無を付記する取扱いが多いと思われますが、その場合は事件記録送付書に「少

年調査記録につき特別保存予定（2紙掲載）」と記載します。

事件記録送付書とは別に少年調査記録送付書を作成する取扱いの場合は、

少年調査記録送付書に記載してください。この場合、 「少年調査記録につき」
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の部分の記載は必要ありません。

(5) 本通達別紙の2の(5) （特別保存に付する認定）について

ア事件が保護処分により終局したため少年調査記録を保護処分の執行機関に

送付する場合（少年審判規則第37条の2第1項）

第一審の記録係等は、執行機関への送付前に特別保存に付する認定を得る

ことができるときは、 この時点で特別保存に付する認定を得ます。

※特別保存に付する認定を行う時期

事件が確定していなくとも、また、保存期間の始期が到来していなくと

も、特別保存に付する認定を行うことができます。これらは特別保存に付

する認定を行うための要件とはされていません。

※特別保存に付する認定後に抗告や抗告受理申立てがあった場合 ‘

特別保存に付する認定の効力に影響はありません。

イ事件が不処分、不開始、検察官送致等で終局したため終局決定の日から少

年調査記録を保存に付す場合（規程第6条）

第一審の記録係等は、少年調査記録を保存に付す前に特別保存に付する認

定を得ます。

⑥本通達別紙の2の(6) （執行機関から少年調査記録を取り寄せた上で特別保存

に付する認定）について

事件が保護処分により終局したため少年調査記録を保護処分の執行機関に送

付する場合（少年審判規則第37条の2第1項）は、なるべく早く送付する必

要があるところ、諸般の事情により速やかに特別保存に付する認定を得ること

ができない場合も想定されます。この場合、第一審の記録係等は、まず少年調

査記録を執行機関に送付し、その後、 1の(3)のアと同様に、執行機関から一時

的に返還を受けた上で、特別保存に付する認定を得ます。

なお、少年調査記録を執行機関に送付する時点で特別保存予定となっている

場合は、少年調査記録の送付時に返還依頼書を同封して差支えありません。

(7) 本通達別紙の2の(7) （上訴審の本庁の総務課による記事検索及び記録係への

交付）について
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〆

2の(1)の第一審の事務と同じです。

なお、「事件終局に関する記事」には、抗告（再抗告）棄却決定、差戻し決定、

移送決定といったあらゆる終局事由を含みます。

※移送決定の場合は、原決定をした家裁ではなく、移送を受けた事件につい

て更に審判（少年審判規則第52条第1項）をした家裁において特別保存

‘ をします。

(8) 本通達別紙の2の(8) （上訴審の本庁の記録係から事件担当部への連絡）につ

いて

2の(2)の第一審の事務と同じです。

(9) 本通達別紙の2の(9) （上訴雷の担当書記官の処理）について

上訴審においては、本通達別紙の2の(3)の第一審の担当書記官の処理と異な

り、 「他の審級において特別保存予定となっていない事件」についてのみ、本通

達別紙の2の(9)の処理を行うことになります。上訴雷の本庁の記録係から事件

担当部へ、主要日刊紙2紙に掲載された事件についての連絡がされますが、同

事件の中には既に他の審級においてで特別保存予定となっている事件も含まれ

ます。担当書記官は、少年調査記録を確認し、連絡を受けた事件のうち、 「他の

審級において特別保存予定となっていない事件」すなわち､少年調査記録表紙

に特別保存予定等の朱書がなく、記録送付書にも同記載がない事件を選別し、

本通達別紙の2の(9)の処理を行います｡

なお、■■■■■への入力については、少年調査記録の関係では、上訴雷にお

いて事件書類を保存しないため、特に必要ありません（本通達に定めが置かれ

ていません。）

⑩本通達別紙の2の⑩（上訴雷の記録係等の処理（上訴審で特別保存予定とな

、つた事件)）について

他の審級において特別保存予定となっていなかった事件が上訴審で初めて特

別保存予定となったことを、確実に第－－審へ通知し、第一審において少年調査

記録について特別保存に付する認定が行われるようにするため、上訴審で作成

した確認票を少年調査記録末尾に編てつし、記録送付書に「少年調査記録につ
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き特別保存予定（2紙掲載）、少年調査記録に確認票添付」と記載することにな

ります。確認票は、記録外書面であると考えられ、閲覧謄写の対象ではないこ

とから、少年調査記録末尾へ編てつする際には、分界紙を挟んで編てつするこ

とが考えられます｡

※記録送付書については2の側のイを参照してください。

また、抗告審において、確認票が少年調査記録に編てつされて再抗告審へ送

付された場合、再抗告審において当該確認票を外して使用することはなく、当

該確認票は編てつされたまま最終的に少年調査記録とともに第一審へ返還され、

返還後、第一審において使用されることになります。

⑪本通達別紙の2の⑪（上訴雷から少年調査記録の返還を受けた第一審の記録

係等の処理)について

上訴審から少年調査記録が返還された際の第一審の記録係等の処理は、①第

一審では特別保存予定となっていなかったが上訴雷で特別保存予定となった事

件特有の処理、②第一審又は上訴番で特別保存予定となった事件に共通の処理

の2つに整理することができます。

まずく①においては、上訴審において2の⑩の処理が行われた事件について、

記録送付書への記載、上訴雷による少年調査記録表紙への朱書及び同記録末尾

への確認票の添付の有無を確認し、索引票の「保存」の箇所へ「特別保存予定

（2紙掲載)｣と記載(又は■■■■■の備考欄(入力箇所は2の(3)のイと同じ）
に「少年調査記録につき特別保存予定（2紙掲載)」と入力）をし、特別保存予

定となったことを明示します。

次に、②にお'いては、2の(5)又は㈲と同様に特別保存に付する認定を得ます。

その際、第一審で特別保存予定となった事件については2の(4)のアで作成した

確認票を、上訴雷で特別保存予定となった事件については2の⑩で上訴番から

送付された確認票をそれぞれ使用し、 【●認定～認定後の処理（処理庁：□①）】

欄に、認定の経過を記録します。

⑫本通達別紙の2の⑫（上訴雷へ少年調査記録送付後に基準に該当した場合の

第一審の記録係等の処理）について
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上訴があった事件について、第一審から上訴審へ少年調査記録を送付した後

に日刊紙2紙掲載基準を満たした場合（例えば、第一審の終局決定直後は1紙

のみに終局に関する記事が掲載され、上訴審に少年調査記録を送付した後に2

， 紙目に同記事が掲載されたような場合）、第一審の記録係等は、まずは、確認票

の作成及び記載索引票又は■■■■への記載又は入力を行います。そして、
上訴雷から少年調査記録の返還を受けた後に、同記録表紙への朱書のほか、認

定に係る事務を行うことになります。

⑬本通達別紙の2の⑬（他の家裁へ少年調査記録を送付後に基準に該当した場

合の第一審の記録係等の処理）について

新たな事件（再犯等）の係属した家裁へ少年調査記録を送付した後に日刊紙

2紙掲載基準を満たした場合は、第一審の記録係等は、 1の(3)イと同様に、少

年調査記録を取り寄せた上で､特別保存の認定を得ます。

3． 事件担当部申出基準による認定プロセス（ガイドブック本文の第3の9）

（1） 本通達別紙の3の(1) （第一審の事件担当部の処理）について

ア事件担当部申出における具体的な検討や申出書の作成は、以下のようなフ

ローが考えられます。

①事件担当部においては、事件終局時（終局決定の決定書や審判調書等の

決裁時のタイミングが考えられますが、記録弓|継までの適宜のタイミング

で構いません｡）に、当該事件を担当した裁判官、裁判所書記官、家庭裁判

所調査官等の意見を踏まえ、担当部申出をするか否か、申出を行う場合は。

該当する理由を検討していただくことになります。

※審判期日前のカンファレンス等の機会に、当該事件を担当する裁判官、

裁判所書記官及び家庭裁判所調査官等の意見を踏まえて申出の要否を検

討しておくことも考えられます。

②①の検討結果に基づいて、少年調査記録表紙の担当裁判官・調査官の右

余白に「申出の有無」を記載します。記載例は別添少年調査記録表紙の記

載例のとおりです。

なお、少年調査記録の史料又は参考資料としての価値については、担当
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部がよ!く把握しうるところであり、全ての事件について、担当部において

申出の検討が行われたことを明らかにするため、 「申出の有無」を必ず記載

する'こととしました。

③申出を行う場合、①の検討結果に基づいて、担当書記官が申出書を作成

し、裁判官（又は裁判長）の確認を受けます。また､少年調査記録表紙に

「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書し、同表紙の特別保存に付する

認定を行う原因となる（き事件の事件番号の右に⑬と朱書し､ J |の
備考欄（入力箇所は2の(3)のイと同じ）に「少年調査記録につき特別保存

予定（事件担当部申出）」と入力します。

イ申出害の名義は、本通達の別紙様式第3のとおり、裁判官や書記官の個人

名である必要はなく、 「少年第●部」、 「△△支部少年係」等の記載で差支えあ

りません。押印も不要です。

ウ担当部申出を行うか否かの検討時点で、既に日刊紙2紙掲載基準により特

別保存予定となっている（記録係等から本通達別紙の2の(2)の連絡を受けて

いる）場合は、担当部申出の有無にかかわらず特別保存に付されることにな

りますので、必ずしも重ねて申出を行う必要はありません（!ただし、その場

合であっても、申出を行わない（担当部申出「無」の）旨の少年調査記録表

紙への記載は必要です。）。

なお、重ねて担当部申出を行う場合は、既にされている少年調査記録表紙

への｢特別保存予定(2紙掲載)｣との朱書及び■■■■の備考欄への｢少年
調査記録につき特別保存予定（2紙掲載)」との入力に「（担当部申出）」と追

記することになります。

工申出書を記録係等へ送付する際は、事件関係送付簿等の送付簿により、そ

の授受を明らかにすることが考えられます。

(2) 本通達別紙の3の(2) （第一審の記録係等の処理）について

確認票の扱いについては日刊紙2紙掲載基準の場合（2の(4)ア）と同じです。

また、担当部から送付を受けた申出書も、確認票と共に第一審の記録係等にお

いて保存します。
ー
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（3） 本通達別紙の3の(3) （特別保存に付する認定）について

日刊紙2紙掲載基準の場合（2の(5)）と同じです。

（4） 本通達別紙の3の(4) （執行機関から少年調査記録を取り寄せた上で特別保存

に付する認定）について

日刊紙2紙掲載基準の場合（2の(6)）と同じです。

（5） 本通達別紙の3の(5) （上訴審の事件担当部の処理）について

上訴雷では、第一審の事件担当部における本通達別紙の3の(1)の処理と異な

り、少年調査記録表紙に特別保存予定等の朱害がなく、記録送付書にも記載が

ない「他の審級において特別保存予定となっていない事件」についてのみ、担

当部申出に係る検討及び処理を行うことになります。

（6） 本通達別紙の3の(6) （上訴雷の記録係等の処理（上訴審で特別保存予定とな

った事件)）について

少年調査記録末尾に確認票に加えて申出書を編てつすること、記録送付害に

記載する文言が「少年調査記録につき特別保存予定（事件担当部申出）、少年調

査記録に確認票及び申出書添付」となることを除き、日刊紙2紙掲載基準の場

合（2の⑩）と同じです。

（7） 本通達別紙の3の(7) （上訴雷から少年調査記録の返還を受けた第一審の記録

係等の処理）について

少年調査記録末尾に確認票に加えて申出書が編てつされているか否かを確認

すること、索引票の「保存」の箇所へ記載する文言が「特別保存予定（事件担

当部申出)」となること－■の備考欄に入力する文言が「少年調査記録に

つき特別保存予定（事件担当部申出）」となること）を除き、日刊紙2紙掲載基

準の場合（2の⑪）と同じです。

4 特別保存の要望による認定プロセス（ガイドブック本文の第3の10の(6)及び

(7)等）

事務の大きな流れは事件記録等の場合と同様です。ここでは少年調査記録に特

有の事務について説明します。

（1） 本通達本文の10の(2)なお書（少年保護事件記録又は少年調査記録のいずれ

､
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か一方のみについて要望がされたとき）について

少年保護事件記録又は少年調査記録のいずれか一方のみについて要望がされ

たときは、少年保護事件記録及び少年調査記録の双方につ．いて要望があったも

のとして取り扱います（もっとも、第1の1の(3)で述べたとおり、要望書は、

事件記録、判決書原本等の事件書類のほか、少年事件については少年調査記録

を含めて要望する書式となっていますので、少年保護事件記録及び少年調査記

録の双方について要望がされるケースが大半と考えられます。）。

（2） 本通達本文の10の⑥及び(7) （執行機関又は他の家裁からの少年調査記録の

取寄せ）について

特別保存の事務を行う際に、対象となる少年調査記録が当該家裁にない場合

が想定されます。本通達本文の10の(6)は候補事件としての処理を行う場面、

同(7)は選定委員会を開催する場面です。これらの場合、 1の(3)と同様に、保護

処分の執行機関又は新たな事件の係属した家裁から少年調査記録を取り寄せま

す。

5 認定後の処理について（ガイドブック本文の第3の11の(3)等）

事務の大きな流れは事件記録等の場合と同様です。ここでは少年調査記録に特

有の事務について説明します。

（1） 本通達本文11の(3) （保存をする家裁から特別保存をする家裁への少年調査

記録の送付）について

第1の1の(1)に記載したとおり、少年調査記録について、特別保存をする家

裁と保存をする家裁が同一でない場合（一方が本庁で一方が支部の場合を含む。）

が想定されます。例えば、 A家裁が終局決定をした事件について同家裁が特別

保存に付する認定を行い、その後B家裁に再犯事件が係属し、同家裁が保護処

分をした場合は、特別保存をする家裁はA家裁、保存をする家裁はB家裁とな

ります。

この場合、 B家裁の記録係等は、保存期間の満了後速やかに、当該少年調査

記録を特別保存をする家庭裁判所に対する少年調査記録送付書（別紙様式第9）

によりA家裁に送付します。

‐16‐



(2) 特別保存をする家裁に送付予定の少年調査記録の取扱いについて

(1)の場合、保存裁判所であるB家裁の記録係等は、保存期間の満了後におけ

るA家裁に対する送付が脱漏することのないよう、当該少年調査記録を他の少

年調査記録等と明確に区別して保管するのが相当と考えられます。

‐17‐



記録係等＝本庁の記録係並びに管内の支部、出張所及び簡易裁判所の記録係の事務を担当する者
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判例集等登載による認定の事務（通達4） l

事件記録・事件書類
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要望による認定の事務（通達10）
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、

利 用 目 的

事件記録等の特別保存に関する規則の運用通達において、主要日刊紙（朝日、読売、毎日、日経（地域面を
含む。 ） ）のうち、 2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件記録等を特別保存すると定められたとこ
ろ、記事の拾い上げを合理的かつ確実に行うために、新聞記事の検索サービスを導入することとしました。
今回導入するGサーチ及び日経テレコン21は､-ニフテイが提供する新聞記事を横断的に検索できるサービ
スで、新聞記事を横断的に検索できることに加え、各紙の最終版と地域面を網羅した記事検索が可能となり
ます。

利用にあたっての留意点

．検索サービスの利用者は固定される訳ではなく、総務課内で共用で利用することができます｡
なお、ライセンス数の関係で、複数人が同時にログインすることはできません。

． 「Gサーチ」については、記事見出しを1件表示させるごとに10円（税抜）が、記事本文を1件表示さ
せるごとに100円（税抜）がそれぞれ課金されます。

． 「日経テレコン21」については、記事見出しを表示させるだけでは課金されませんが、記事本文を1件
表示させるごとに200円（税抜）が課金されます。
｡利用料の支払は、一括して最高裁判所で行います。

｡利用規約上、印刷した記事をコピー、支部等へのFAX送信データ化してのメール送信をすることはでき
ません。

｡印刷した記事は、新聞記事の複写契約で定められた配布部数には含まれません。
・記事データが反映され検索できるようになるまで1日程度かかるため、それを考盧して利用してください。

｜

I
1

／

2



Z
新聞記事データベース検索の作業手順書(Gサーチ）

－一一二一＝一一ー 守一 三宅一一一
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（目次）

1，@niftyのう
Z、ログインする。’

’3，検索条件を入ブ

1，@niftyのホ
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ームページ下部の「新聞記事横断検索」をクリックする。
Z、ログインする。

写、検索条件を入力し、検索をかける。

4，検索結果につき見出を表示させる。

S、見出しを表示させた画面を印刷し、見出しの表示から対象外の記事を除外

する。 －

6、必要な記事を印刷し、印刷した記事を記録係に交付する。
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五、ニフテイのホームページ下部の 『新聞記事横断検索I をクリックする。
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Z、ログインする。

』

「ログイン」をクリックし、

別途送付したIDとパスワード

を入力する。

q

￥． ｜
■｡

●

｡

＝

１

１

１

１

１

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

ｌ

０

Ｉ

Ｍ

Ｉ

４

１

■
ｐ４
の

。
●
Ｊ
垣

尹
七
手
、

．
神
．
鴎
祇
．
．
Ｆ
零
溌

S■■■■■■



－

検索キーワード
「●●高裁Or ●●高等裁判所」

「●●家裁Or●●家庭裁判所」

最高裁判所」
r ●●地方裁判所

｢最高裁or

「●●地裁

「●●簡裁
ヨ巡検索条件を入力し

or ●●地方裁判所」

Or ●●簡易裁判所」
、検索をかける。

①検索キーワー艀を入力する。
※「キーワード」と「Or」の間にスペース（半角/全角どちらでも可）を入れる。 (OR/OR/o r/orいずれでも可。 ）

i~-－－
三

方の説明が確認

I 、④｢検索｣をｸﾘｯｸする。

三

／／ ■

②対象期間を入力する。

（例）20240201～20240202
※記事データが反映されるまで1日溜宴かかります。

名
一

上“ ．

③対象紙（朝日、読売、毎日）にチェックを入れる。
’
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S、見出しを表示させた画面を印刷し、見出しの表示から ｜対象外の記事を除外する。

表示された見出しから、明らかに対象外である記事を除外する。
印刷した見出し一覧に斜線を引く。

ロ

1



’

※見出しや記事を表示させ
てから一定の時間が経過す

ると、タイムアウトし、再

度検索をし直す必要が生じ

る。

ただし、－時間以内の再
検索であれば、再課金され

ることはない。
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_〃新聞記事データベース検索の作業手順書（日経テレコン之立）

’

＝一ー一一一一一一一一志一一一 ｰ－－－マェ－用一一一一一一

@niftyのホームページ下部の「日経テレコンZ1」をクリックする。

ログインする。

「記事検索」をクリックする。

検索条件を入力し、検索をかける。

「見出し表示」をクリックする。

見出しを表示させた画面を印刷し、見出しの表示から対象外の記事を除外する。

必要な記事を印刷し、印刷した記事を記録係に交付する。
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Z、ログインする。

I

「ログイン」をクリックし、

別途送付したIDとパスワード
を入力する。

P

し

〔
とI

ン



Q へ

'3， 『記事検索』をクリックする･
●曵一も ■

｜ 「記事検索」 をクリックする。
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－

検索キーワード 「最高裁Or最高裁判所」
「●●高裁Or ●●高等裁判師「●●地裁Or ●●地方裁判所」

「●●家裁Or●●家庭裁判所」 「●●簡裁Or●●簡易裁判所」

験索｣をｸﾘｯｸする

■

4，検索条件を入力し、検索をかける。

①検索キーワード:を入力する。
「キーワード」と「Or」の間にスペース（半角/全角どちらでも可）を入れる。
(OR/OR/or/orいずれでも可。）

－

②対象期間を入力する。
(例）20240201～20240202

※記事データが反映されるまでi日程度かか ります。

｜

③「日本経済新聞朝刊」旧本
経済新聞夕刊」 「日経地方経済

面」にチェックをいれる。

14
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I「 し リッ示」 る。

※臼経テレコン21では見出し

｢見出しを表示」をクリックする。
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6，見出しを表示させた画面を印刷し、見出しの表示から対象外の記
事を除外する。
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ー－ －

ア、必要な記事を印刷し、印刷した記事を記録係に交付する。
※見出しのみで対象外と判断できない記事は、全件印刷する。

－ －－_ --- －－

．一一一二一－一 一一一

－－

※見出しや記事を表示させ
てから一定の時間が経過す

ると、タイムアウトし、再

度検索をし直す必要が生じ
る。

ただし、一時間以内の再

検索であれば、再課金され
ることはない。
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事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望について

1 事件配録、事件書類及び少年鯛査記録の特別保存について
令和6年1月30日より新規則が施行され、これまでの「2項特別保存」か
ら名称を変え、 「特別保存」として運用されることになりました。
事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類及び
少年調査記録（以下、併せて｢記録等」といいます。 ）のうち、史料又は参考資
料となるべきものは永久に保存する（特別保存）旨定められていますが（同規
則第2条第4項、同第3条、同第4条） 、史料又は参考資料となるべきものに
当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望することができます（同
規則第7条） 。

2要望の対象事件
特別保存の要望の対象は、●●地方（家庭）裁判所（●●地方（家庭）裁判所
管内の支部（及び出張所） （及び簡易裁判所）を含みます。）に係属していた（い
る）事件です。

3特別保存の要望について
裁判所の長が、一般の方々からの要望の有無にかかわらず､記録等を特別保
存に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要望の理由
を十分に参酌し、選定委員会（※）に意見を聴いて、特別保存に付するか否か
認定を行います。

※各庁において、既に設置されている委員会の名称に変えるなどしていた
だいて差支えありません。

(1)特別保存に付する認定を行う事件
ア重要な憲法判断が示された事件
イ重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考に
なる判断が示された事件

ウ訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
エ世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
オ全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有
する事件で特に重要なもの

力民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料に
なる事件

キ少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件

(2)要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件
以下の事件は、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、裁判所におい
て、特別保存に付する認定を行います。
ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された
事件

イ主要日刊紙（地域面を含む。 ）のうち、 2紙以上に終局に関する記事が



掲載された事件

ウ事件担当部(管内の支部､出張所及び簡易裁判所の事件担当部署を含む｡）

から上記3(1)アからキまでに該当するとして申出があった事件

(3)要望の受付期間

（※各庁において、必要に応じて要望の受付期間を設定し、協力を依頼する

記載をしてください。 （例）「事務手続の都合上、特別保存の要望は､要望をしよ
うとする事件の保存期間が満了する日が属する年の10月末日までに行ってい

ただきますよう御協力をお願いします｡｣）

(4) 要望の方法

特別保存の要望は、醤別保存要望書に所定の事項を記入して提出してくだ
さい｡､

ア要望をする事件の特定

事件番号が判明している場合には、その事件が係属していた裁判所と事件
番号(年度、符号、番）を記載してください。

（●●地方（家庭）裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた
事件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。 ）

事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の記載例

のように判決があった日付や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報
を記載して事件を特定してください。事件の特定ができない場合は、特別保

存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。

（記載例）

(7) O年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の損害賠償事件

（ｲ） ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害

に関する）損害賠償事件

イ要望の理由

特別保存の要望があった事件については、選定委員会が、要望の理由など

を検討した上で、特別保存に付するか否かについての意見を具申し、●●地
方（家庭）裁判所の長において、この意見を踏まえて、特別保存に付するか

否か認定します。なお、特別保存に付さない認定をしようとする場合には、

最高裁に設置される「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めた

上で認定を行います（事件記録等の特別保存に関する規則8条)。

要望をするに当たっては、当該事件が前記(1)(特別保存に付する認定を行

う事件）のどれに該当するか、及び、該当する理由を、できる範囲で具体的

かつ分かりやすく記載してください。

ウ要望の提出先等

特別保存要望書は、下記の●●地方（家庭）裁判所の民事（家事）訟廷記

録係宛てに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してくださ

い。

●●地方（家庭）裁判所管内の支部又は簡易裁判所が保存している記録等

についても、下記の●●地方（家庭）裁判所の民事（家事）訟廷記録係宛て

に特別保存要望書を提出してください。なお、特別保存を要望する記録等を

保存している裁判所に提出いただくことも可能です。

記



●●地方（家庭）裁判所民事（家事）訟廷記録係

（郵便番号●●●一●●●●）

●●県●●市●●区●－●－●

FAX●●●－●●●－●●●●

4要望に関する照会

要望の結果など特別保存に関する照会については、以下にお問い合わせくださ
い。

●●地方（家庭）裁判所民事（家事）訟廷記録係
電話 ●●●－●●●－●●●●
FAX ●●●－●●●－●●●●

寺別僧■

【参考】 保存期間の延長の要望について

(1) 「保存期間の延長」とは、 「記録又は事件書類で特別の事由により保存期間
満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間を延長しな
ければならない。」 （事件記録等保存規程第9条）と定められているもので、
当該事件に関係する特別の事由により、同事件の当事者や関係者などからの
要望に基づいて、保存期間を延長するものです。

(2)保存期間を延長すべき事件の例
ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属することが予想
される事件

ウその他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される事
件

(3)要望の方法

保存期間延長の要望は、保存期間延長要望害に所定の事項を記入して提出
してください。

要望をする事件の記載は､その事件が係属していた裁判所及び事件番号(年
度、符号、番号）を記載してください。
（●●地方裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた事件につい
ての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。 ）
事件番号が不明な場合は、事件に関する情報欄に、判決があった日付や当
事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特
定ができない場合は、保存期間延長の要望として受け付けることができませ
んので御注意ください。
③●地方（家庭)裁判所本庁が保存する記録等についての保存期間延長要望
書は、下記の●●地方（家庭）裁判所民事（家事）訟廷記録係宛てに、持参、



、

郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
なお、●●地方（家庭）裁判所管内の支部、簡易裁判所が保存する記録等に
ついては、当該支部又は当該簡易裁判所に要望害を提出してください。

記

●●地方（家庭）裁判所民事（家事)訟廷記録係

（郵便番号●●●－●●●●）

●●県●●市●●区●－●一●

●●●一●●●－●●●●FAX



別紙様式第4

(注)該当する事項の□にしを付する。

特別保存要望書

住 所

職 業

氏 名

裁判所御中

令和 年 月 日

○ t

七

電話番号 （ ）

下記記録等の特別保存を要望します。

‘C

対象事件の

表示

ロ 地方裁判所 支部

口 家庭裁判所 支部

口 簡易裁判所

□ 1
口平成

口令和 年（ ） 号

ロ

【事件に関する情報】

保存の対象
保存の対象には､事件記録､判決害原本等の事件書類のほか､少年事件について

は少年調査記録が含まれます。 、

特別保存の

理由

該当するもの(複数選択可)の符号に○をつけてください。

ア重要な憲法判断が示された。

イ法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された。

ウ訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された。

エ世相を反映した事件で史料的価値が高い。

オ全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義

を有する。

力調査研究の重要な参考資料となる。

キ少年保護事件の鯛査上特に参考になる調査を行った。

クその他

【理由の概要】 （上記アークのいずれの場合も記載してください｡）

備 考



、

(注）該当する事項の□にしを付する。

保存期間延長要望書

住 所

職 業

裁判所御中

氏 名

令和 年 月 日

電話番号 （ ）

下記記録等の保存期間の延長を要望します。

対象事件の

表示

口 地方裁判所 支部

口 家庭裁判所 支部

口 簡易裁判所

□

【事件に関する情報】

I
口平成

口令和 年（ ） 号

ロ

延長の対象

(複数選択可） b β

口事件記録(口全部・口一部） 、

口事件書類（名称：

口少年調査記録

）

(一部の場合には以下にその範囲を記載してください｡）

延長の理由

該当するもの(複数選択可)の符号に○をつけてください。

(事件記録･事件書類）

ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する。
イ再審又は和解無効確潔等の事件が現に係属し(事件番号： 裁判所

年（ ）第 号)、又は係属することが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し(事件番号： 裁判所 年（ ）

第 号)、又は係属することが予想される。

(少年調査記録）

ア少年保護事件記録について､その保存期間が延長された。

イ14歳未満の少年の事件で､当該少年が20歳に達する前に少年調査記録

の保存期間が満了する。

ウ他の少年の事件の調査のために少年調査記録が必要である。

(事件記録･事件書類･少年調査記録）

エその他

【理由の概要】 （上記アーエのいずれの場合も記載してください｡）

備 考 C 心



－

記録係等＝記録係及び記録係の置かれていない支部における記録係の事務を担当する者

、

返還

判例集等登載事件の情報提

,』 －－＝

録返還・送付型

孤口巳■･■■二巳･■纂風a日且'早■'■a■■興畢,■･乙碑■･■巳．ご巳■…鰹pこ■巳■巳■夙甚■-■･ロュュ弱

； ・該当する事件を確認 ：
■ ■
町 ■
■ 首

； （既に少年調査記録について特別保存に付；
;する認定を行っていない事件の処理） ；
： ．保存票の作成 ；
§ ・裁判所の長により認定 1(1) §

毎年適宜の時期に判例
集等登載事件の一覧表
を各裁判所に提供

； ・確認票を作成･経過の記載 1(2)§
■ ■
■ ■
■ ■

3面■■■■■■■■■■■■■■■■■官■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■冑■■■■■■ザ

1

少年
ヨ
薊 |査記録の判例集等登載による認定の事務（通達本文ら、別紙1）

b



ーー－

－－－－－－－ゴ ー一

第一審終局後の事蓑 面~－． 一
一

可

上訴審から記録返還後の事務u咽
「
』

少年調査記録の2紙掲載による認定の
事務（通達本文7，別紙2）

－－＝ー 一・ 一三 - - 一
一

、■巳■■■■■■碗■n■邸声■

§ ・事件担当部の
§・索引票「保存
:。確認票の作成
茸

■

■ ．

； （第一審終局後
目・俣存雲の作成

is野電弓雪空聖ロ喫

｢保制

§ （第一審終局後

旦ﾛロ霊興聖雲｡:毎瓦画画巫■■画画露qa■口｡如巫、｡画藁璽ごa宅

･事件担当部の処理を確認 : 画ﾛﾛｮ旦轌竺聖■_ﾛP且P･再■P＝.里■■■・号口旦 早■ppcp号画■■坐.■Qp■早口，”_毎ロロロ●聖

：．記録送付書の記載、上訴審による記録表紙への ：

:朱書､確認票の添付の有無を確認 ；
■ ．
■ 一 ．

§ （上訴審で特別保存予定となった事件の処理） ；
§・索引票｢保存｣の箇所に記載又はシステム備考§

:欄に入力 ：
§ （第一審又は上訴審で特別保存予定となった事件；
§ の処理） ：
:．保存票の作成 §
§・裁判所の長により認定(5X6) ;

欄の記戦（システムがない事件） 回
回
■
■
回
面
■
■
毒
■
■
■
■
面
盾
■
■
■
ロ
■
■
■
回
■
■
■
■

<第一審＞

認定を行う場合例6)）
：．保存票の作成
§ ・裁判所の長により認定
;・確認票に経過を記載
■

■

§ （認定前に記録を上訴審に送付する場合）
§・確認票の保存
§・記録送付害に特別保存予定である旨を記載
■

埴■■■盲■■■置白■■■■■■■■U■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■官■■■■宮■

一
盲

、事件終局
↓

新聞報道
↓

_主要日刊紙2紙以上に掲載ノ

ｰ

確認票に経過を記載
刃

■

■

■画■■■■■■■■■■■■■宮■画

ー

三

｜’

P3"､上訴審へ記録送付

第一審

記録係等

記事の写しの交付 2紙掲載の連絡 記録引継
P3より上訴審から記録返還

少年調査記録ｰｭ■毎昼1口冬■●巳呼■･…■･黒･畢宰己畢＝●弓。■ ■,■･P

5 ・記事の写しを確認（事§

:件の特定） ；
： ・2紙掲載事件につき事§
§件担当部へ連絡 （2） §
宅■面■■茸■■■■■首■宜■■■■■■■■画■■■画面江白面

■

唖■-■■,皿■■■ ■■･巳エ■毎,毎■…毎■匂い■､■厚■毎,■.■,■-■.■毎君

;管内の事件終局に関する ；
;記事の写しを一審本庁の ：
;記録係へ交付 （1） ：

■

q■官■崎冠■■■宮面趣封宜宜官■ﾛ■麓官■■■戸口宣官萱哲宜古

垂■｡G毎ね■a9，口『巳■里与冬■毎J号一己■-厘==曹壹里二里 = 里竺等写宮

； ・記録表紙へ朱書、事件番号；
;の右に「園 §
§ ・システム備考棚へ入力③§
叱甸■■■■■宮■■■■■ご■■両■■■■■茸■■■ロロ芭画画■堂■弓

●パターン① （5）

認定を得た上で執行機関に記録を送付する場合（保護処分）
又は終局決定の日から保存期間が始･まる場合（不処分等）
→特別保存の認定を得る。
●パターン② （6）

執行機関に記録送付前に認定を得ることができない場合
→記録を送付後、執行機関において事務支障がない時に一時
的に返還を受け、特別保存の認定を得る。

●パターン③ (7)～伽、⑫
上訴審に移行した場合

→上訴審から記録が返還された後、特別保存の認定を得る
（パターン①又は②へ）。
●パターン④側
既に記録が他の家裁にある場合
→他の家裁において事務支障がない時に－時的に返還を受

執行機関
パターン①②

他の家裁
け、特別保存の認定を得る。 パターン④

2



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１
１ ’
少年調査記録の2紙掲載による認定
事務（通達本文7、別紙2）
〈上訴審＞

上訴審で初めて特別保存予定と
なった事件に関する事務

口座丹■■■ ■■毎■■庇=”＝宰貝■■■■■=毎■■鼻■臼舞■■■毎■毎■■エユユュ ■垂■算■，■■■■な■■■■■■巫璽■■厘垂

； ・事件担当部による記録表紙への朱書を確認 ：
； ・確認票を作成し経渦を記載 §

一

～
三

事件終局 、
↓

新聞報道
Z ↓

菫臺旦f唖2祇哩雪雲一鐸湊≦- --

： （第一審又は上訴審への記録返還又は送付時） ：
； ・記録末尾に確認票を編てつ ．

■

． ※事件記録の場合と異なり、写しではなく原本を §
毎

■ ■
■ ■編てつする。 。■

■

； ・記録送付書に特別保存予定である旨を記載 ⑩ §
■■■■鷺■■■■■■■■■■■■■■■■■茸■■画■画■■■宮■■■■■■■己面面三面面面面面面面毎■速■■■■■画■■■-■器

ー

P2より
＝

ー
－巴

一

上訴審

事件担当部
(担当書記官）

上訴審

記録係

(本庁）
I ’記事の写しの交付 記録引継2

Ｉ
ｒ

－両L一一一一一F一一

心旦･■■毎■ ■■●q■･巳騨毎 男■ 亭鐸釦エリ熱与･笛 町‘■ ■■,■嘩口座■■毎■･■毎

; (他の審級で特別保存予定と §
:なっていない事件について） §
§・記録表紙へ朱書､事件番号の ：
§右に脇」 （9） §
■■■■■■画■■白白■画■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■9

課■■■■■■■■■■■■■■■■■■『■■■-■軍再■｡■■■■■■■■■貢■■P

g・記事の写しを確認（事件の特定） §
矛冬叫呈■･争冬畢蜜心冬呈卑勾･黒．■導暴感g一己■a･■乙卑･■毎■

:当該審級の管内の事件終局：
§に関する記事の写しを本庁：

P2'､

§・2紙掲載事件につき §
§事件担当部へ連絡 ．⑧ ；
翰色直■■■■■■■■■■■■■画■■■■■画■■■■画■■■酋囚■■■■■冑乃

§の記録係へ交付 例 §
串向宮■■■■■■■寓,■両面■官■■芦■■■宙■■■■■■■器

3



少年調査記録の担当部申出による認定の
事務（通達本文g蕊別紙3）
〈第一審＞

[■毎回稗■･aa参与■毎 ■■■垂■、■毎■■基ユ＆,畢

（担当書記官）
・記録表紙に申出の有無
を記載

．申出をする場合は、記
録表紙へ朱書、事件番号
の右に「⑬」、システム
備考欄に入力、申出書を
作成し、記録に添付して
記録係等へ送付 （1）

上訴審へ記録送付 P5'､

第一審

記録係等
記録引継

上訴審から記録返還 P5より

=垂壼壹壼臺=0少年調査記録一●パターン①（3）

認定を得た上で執行機関に記録を送付する場合（保護処分）
又は終局決定の日がら保存期間が始まる場合（不処分等） ．
→特別保存の認定を得る。
●パター.ン②（4）
執行機関に記録送付前に認定を得ることができない場合
→記録を送付後、執行機関において事務支障がない時に一時的
に返還を受け、特別保存の認定を得る。
●パターン③ (5)～(7)
上訴審に移行した場合 ．

→上訴審から記録が返還された後、特別保存の認定を得る（パ
ターン①又は②へ）。 ‐



ー

少年調査記録の担当部申出による
事務（通達本文g、別紙3)
〈上訴審＞

吾E薦馨翻めて特別保存予定ど震る
た事件に関する事務

勺■■■■■■皿■毎巳g毎座■■■句■■爵■皿裏且｡■砥■■■■■■己■■a■■･巴辱■■■■■■■■■■■■■■尊■■■■■電

§ ．申出毒受理 §
； ・事件担当部による記録表紙への朱書を確認 ：

； ．確認票を作成し経過を記載 胃
§ （第一審又は上訴審への記録返還又は送付時） §
§ ・記録末尾に確認票及び申出書の編てつ 吾
■ 回

※事件記録の場合と異なり、写しではなく原本を：■

■

■ ■

編てつする。 。■ ロ

！…｡:讓騨篭騨嵯篭阜蕊韻密霊……雛

、
戸

〆 事件終局 、
． ↓

担当部申出を行うか
検討 グ、

三

、 P4より一

＝’ 記録引継

■■■P■郭■な■再■･旬■■■､解■■1■･■■■■■＝．■■■■一再■■■■星再■■■■-■■■■■『軍■､■■■

： （担当書記官） §
； （他の審級で特別保存予定となっていない：
§事件について） ：
目 ・記録表紙に申出の有無を記載一 ：
； ．申出をする場合は､記録表紙へ朱職事；
； 件番号の右に隅」と朱書、申'出書を作；
； 成し、記録に添付して記録係等へ送付 ：

⑤ ：
■

■

■
■

堵■衝■■色■■■■■■■■■■■何■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■宙■茸■■■■毎■■乃

P4'､

5

、



匿霊雪蚕壷
に

望ｊ

》一

査通
調く

務年

臺少

■■■■■■■■,■･■ ■導宇■■■.■■■■■｡■■■,■■■『p■■■■毎■■草■■厚■言
■ ■

： ．記録表紙朱書、事件番号の右に ：
§聡」と朱書 ；



■■■■堂睡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n画■■■■■

； ・表紙の朱書 ；
； ・索引票「保存」の筒所に記載に朱§

入力

11(1)ア

■■■■■画■■■可■■■ロ■■■。■■■■■■■■■庫■■■■■■■■■■■■画■■■■■■■■■■■■■■■画■■■

i次の点を毎年確認して裁判所の長に報告 ；
； ・特別保存をした記録と保存票の照合 ；
； ・特別保存をした記録が他の記録等と明確に区別 ：

■

； して保管されていること 12 ：
■ ■
宅■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■漣■■■■■■■■■■■■■■■■■■曲面■缶

’記録係等 11(1)ウ’ ’’
I

-

< ＞■■■■■■■■■■■■■■■ー

■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■斌■■■■島

； ・保存票（添付文書含む）の写し送付§
； による最高裁への報告 13 §
竜■■■■■狂■■■■■■■□■電毎℃■宙■■■■■■■■■■■■■■■■冑■■■■■な●■■

のを含む） §

訴審作成のものを含む） §
''(')= i

B■■■■■■回宣■■■■■鹿町■■■■■■■■■■■■■■■■■可

■■■■■■■■■■■御輿■■■■■再■■■■■■寓

して保存 ；
で ■

存をする家裁が異な§
る家裁に記録が送付§

■

■

■

11(1)オ ：
■

■■画■■■■■■■毎■

； ・特別保存をした記録等を最高裁へ移した：

§ ときは、保存票の備考欄に記載 14 §
■

■■■■■■■■■■■色■稗■■■亜■官■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■溝■再■■■■■■■

jされた後にこれを行う。 ） §
’'(')オ ；

■

■

■

9■■鯨■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■再■■■■■■＃■■■■■■■■■■■■■■麓■寅■■■■■■■■■■■勺
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の長 F画■■画■卿■凹禰■■■■■■■■■■■■■■■何■■■■■■同■■■■■■■■■■■■n口

§ 。ウエブサイト･への掲載 11(2) §
qロ■■国■■■■■鹿■画面ロロ■■埠面■御璽材”■ロ■■ロ画■■負画■．■．両■．．＝．．ど
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少年調査記録の
各認定後の事務～
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|特別保存ｶｲドブﾂｸ別添:少年鯛壷鯛録褒綴の肥職例 ’’

I ｢日刊紙2紙掲戟基準』又は『事件担当部申出基準」の場合の朱書の例

少年調査記録

氏名裁判太郎

~… ○月○日生○年

一

事件担当部申出の有無の記載例

は次ページ参照
’一

②全00¥ﾕL ○○家裁○○支部 ○ 目

翌、0年000絹ロロ裁判官□口調査富
U凸

□口家裁 支部
－－

]－ 調査官

噸’
調査官

裁判官 調査官家裁 支部平・令 年 号

裁判官 調査官平・令 ‘年 号丁．

両

①2紙掲載基準又は担当部申出基準に該

当した時点で

「特別保存予定（2紙掲載）」又は

「特別保存予定（事件担当部申出）」

と朱害する。

②特別保存認定後は

「予定」を削除する
｡

画

年

判官 調査官年 号

特別保存季定二(2紙掲載）



事件担当部申出の有無の配載例

少年調査記録

裁判 太郎氏名

令和○○年○ ○ 日生月

篭 郡有
当
出○○家裁○○支部 ○○裁判官○○調査

家裁 支部 目
8■

§家裁 支部

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 鯛査官

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 鯛査官

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 調査官

支部平・令家裁 号年 裁判官 調査官

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 鯛査官

唾

炉

②

鈍

寺

h

鹿

『0

ｰ



’ ’特別保存の要望の場合の朱害の例

少年調査記録

氏名裁判太郎
~で軍高令和○○年○月○日生
ー二

③全_Q@_1－ ○○家裁○○支部 ○○裁判官○○調査官年000号

平くる0年000鐙
一

ロロ家裁 支部 □口裁判官□口調査官
－

に
裁判官 調査官家裁

一 一一／

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 調査官

家裁 支部平・令 年 号 裁判官 調査官
－

碗

家裁 支部平・令

琴－5愚’爆祷に付する篭崖をした畢蘆圏套宴
「候補」を二重線で削除する。

特別保存に付さない認定をした場合は

≧~堕幽雪候霜｣鐙彗輩雪嘉≦≦

平・令蜘
一
戸
一

①要望があった時点で

「特別保存候補」と朱書する
令

特別保存候補＝



特別保存手続における少年調査記録送付の流れ（イメージ）

＜特別保存の認定を行うための返還依頼＞

(判例集登載、日刊紙2紙掲載、事件担当部申出による認定事務を想定）

屍 ＝

－

保護処分の

執行機雷

保護処分

をした家裁
ｰ

L= 垂
※記録と共に返還依頼害を送付する場

合と、記録を執行機関に送付後に返

還依頼害のみ送付する場合がある。

※特別保存に付する認定を行う家裁は、

保護処分をした家裁と異なる場合が

ある。 ． ．

事務支障
がない時

｛ I

1

保護処分の終了時は、通常の場

合と同じく、保護処分をした家

裁に返還する。



特別保存手続における少年調査言己録送付の流れ（イメージ）
＜記録表紙への朱書のための返還依頼十選定委員会開催のための返還依頼＞

（特別保存の要望による認定事務を想定）

【記録表紙に朱書するために返還依頼するとき】

／

保護処分の

執行機関
付する認定を

行う家裁
≦ 一

※特別保存に付する認定を行う家裁は

保護処分をした家裁と異なる場合が

保護処分の終了時は、通常の場

合と同じく、保護処分をした家

裁に返還する。
ゲ

【選定委員会開催(11月から12月頃）のために返還依頼するとき】 ！
I I勺■

~罰扉冨~、
－

保護処分の
執行機関

嘘
徽

保護処分

をした家裁
付する認定を

行う家裁
－

※特別保存に付する認定を行う家裁は、

保護処分をした家裁と異なる場合がある。
保護処分

の終了時

0


